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はじめに 

 

中国政府は、2008 年 6 月に「国家知的財産権戦略綱要」を公布し、知的財産権の創造・活用・保

護・管理の能力を向上させ、イノベーション型国家を構築し、小康社会を構築することを掲げた。各

地方政府は、この戦略を実行するため、一連の特許等の助成政策や奨励政策を発表してきた。具体的

には、中小企業の特許出願、及び特許保護の措置に関して補助を行い、企業の特許取得、及び特許権

行使のコスト節約を図ることなどが挙げられる。 

本調査では、既に公表されている中国政府の特許等に関する助成政策及び奨励政策を調査・分析す

る。 

 

 本調査は広盛律師事務所との協力により作成した。本報告書が中国でのビジネスに携わる方々のお

役に立てば幸甚である。 

 

2010 年 3 月 

ジェトロ北京センター 

知的財産権部 
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第一章 序 論 

 

１. 目的 

 
中国政府は、2008 年 6 月に「国家知的財産権戦略綱要」を公布し、知的財産権の創造・活用・保

護・管理の能力を向上させ、イノベーション型国家を構築し、小康社会を構築することを掲げた。ま

た、2009 年 10 月 1 日には第三回目修正の特許法が施行された。各地方政府は、この戦略を実行する

ため、一連の特許等の助成政策や奨励政策を発表してきた。具体的には、中小企業の特許出願、及び

特許保護の措置に関して補助を行い、企業の特許取得、及び特許権行使のコスト節約を図ることなど

が挙げられる。 

今回、既に公表されている中国政府の特許等に関する助成政策及び奨励政策を調査・分析すること

は、中国の知的財産保護意識の向上に伴い、中国に進出している日系企業、または進出しようとする

日系企業に対し、特許出願及び特許権保護に関する方策策定の一助となり、特許出願及び権利保護の

コストを低減させるためには重要な意義を持つと考えられる。 

 

２. 調査事項 

 
範囲： 

中国の省級行政区の各地方政府、主要な開発区及び主要なサイエンスパーク・ハイテクパーク等が

公表した中国の知的財産における助成・奨励政策に関する調査、つまり発明特許、実用新案、意匠及

び商標に関する助成・奨励政策である。 

 

（１） 知的財産に関する助成・奨励政策の内容 

（２） 知的財産に関する助成政策及び奨励政策の対象となる者（日系企業は対象に含まれてい

るか） 

（３） 知的財産に関する助成及び奨励の交付または申請のための条件 

（４） 日系企業による知的財産に関する助成及び奨励の取得に関する手続き 

（５） 日系企業による知的財産に関する助成・奨励の取得に要する費用負担と利益の関係 

 
 

内容： 
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第二章 中国の知的財産における助成・奨励政策 

 

 
知的財産権は人類知恵の結晶であり、知的財産権保護制度は一つの国及び世界の技術進歩の促進、

文化繁栄・経済発展に対し、極めて重要な意義及び役割を果たしていると考えられる。 

中国は、終始一貫して知的財産権の保護を高度に重視し、知的財産権に対する保護を改革開放及び

法制度構築の重要な構成部分とし位置づけしている。近年以来、中国は知的財産権の保護に大いに取

り組み、法律制定・法律執行及び国際交流・協力の面において巨大な進歩及び著しい発展を遂げた。  

現在、中国はすでに比較的に整備した知的財産権に関する法律体系を構築し、民事・行政・経済・

対外貿易及び刑事等の面において、知的財産権を規範化し、保護するように弛まぬ努力を重ねてきた。  

2008 年 6 月に中国国務院は、「国家知識産権戦略綱要」を発表した。この戦略綱要は、「2020 年ま

でに知識産権の創造・運用・保護・管理の水準を高く整備し、さらに 5年以内に中国の知識産権の水

準を大幅に向上させ、その運用効果や保護をいっそう強化・改善し、社会全体の意識を向上させる」

としている。  

これにより、知的財産権に関する法制度環境がより整備され、市場主体が知的財産権を創造・運用・

保護及び管理する能力が著しく強化され、知的財産権に関する意識が深く人々の心に浸透していくも

のと考えられる。  

自主知的財産権のレベル及び保有数（特許、商標）は、イノベーション型国家の建設を有効に支え

ることができ、経済発展、文化繁栄及び社会建設に対する知的財産権制度の促進役割が十分に現れて

くる。  

日本企業を含む外資投資を誘致し、外国の進んだ技術を導入するために、中国政府は、外資投資環

境を更に改善し、外資企業の知的財産権の保護に取り組み、外資企業の適法な権益を積極的に保護す

るように努力してきた。  

中国が知的財産権所有大国へ邁進することに伴い、それに合わせ国家知財戦略の制定、特許法改正、

中小企業の発展を促進する政策等を高らかに掲げてきた。従って、これに伴う中国の知的財産助成・

奨励政策を分析・研究する必要性が求められてきた。  

今回における中国の知的財産助成・奨励政策の調査は、中国における日系企業の知財戦略の見直し

に対して、意思決定の参考の一助として、また、中国における日系企業の特許出願及び権利保護のコ

ストを低減させるには、極めて重要な意義をもつであろう考えている。  
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第二節 中国の知的財産助成・奨励政策 

 

中国の知的財産特許における助成・奨励政策に関して、種々の規定が作成されている。知識産権主

管機関としての国家知識産権局により、「特許出願助成業務に関する指導意見」、「特許出願行為の規

範化に関する若干規定」、「特許費用の減額・支払延期方法」、「知的財産権のモデル業務に関する国家

知識産権局の指導意見」等の関連規定、意見が公布されている。 

 
財政部からも、「外国特許出願助成特別資金管理暫定弁法」等の規定が公布されている。上記規定

を丹念に読み込むことにより、中国の特許助成等の関連政策の理解には、大いに益するところがある

と思われる。 

 
また、中国の知的財産権助成・奨励政策は、科学技術の進歩、技術成果の転換、技術に対する奨励、

ハイテクに対する支持、技術基準の制定、中小企業への援助、外資投資、税収等の法律政策ともマッ

チングされている。 

 
従って、知的財産権助成・奨励政策を全面的に理解するには、その他の関連法律政策を理解しなけ

ればならない。国家レベルにおいて、「中華人民共和国科学技術進歩法」、「中華人民共和国科学技術

成果転換促進法」、「中華人民共和国科学技術普及法」、「国家科学技術奨励条例」、「ハイテク企業認定

管理方法」、「中小企業基準暫定施行規定」、「国家認定企業技術センター管理方法」等が中国の関連部

門により、制定された。 

 
無論、中国には、文化創造産業、アニメーション産業等に係わる政策等、知的財産権に係わる具体

的な産業政策も多く打ち出されている。 

 
要するに、知的財産権助成・奨励政策への理解に合わせて、同時に産業政策、地域政策、科学技術

政策、貿易政策等の関連法律政策を理解することは、日本企業の中国での投資に対する検討・参考に

対し、非常に重要な意義があると思わあれる。 

 
知的財産に関する助成・奨励政策は中国の各省、自治区、直轄市等の地方政府により、相次いで公

布された。現地の特許創造・運用・管理及び保護のために知的財産の助成金又は奨励金を設置し、主

に特許出願及び特許出願中に発生する費用の助成、特許の行政執行、知的財産権の宣伝・教育、特許

情報プラットホームの構築及び特許実施等に使用されるようになっている。 

 
その実施の幅及び方式はそれぞれ異なるが、特許出願の品質を向上させ、独自技術の開発成果の知

財化を促進し、中国の外国における知的財産権の保有量を上げ、公衆の特許制度に対する理解及び運

用を促進する等、中国知的財産の助成・奨励政策の趣旨を逸するものではない。 

 
国家知識財産権局の「特許出願助成業務に関する指導意見」によると、中国の知的財産特に、特許

出願の助成又は奨励は、主に次の原則を以て実施される。 
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上記目的及び原則は、中国における発明創造及び特許の出願・普及促進に積極的な役割を果すもの

と考えれられる。 

 
 
 

（1）現地事情に適する政策の制定：各地は、現地の特許業務の現状、産業分布特徴及び経済・社会発展の状況に基づ

き、長所を活かして現地の実情に適する特許出願助成政策を制定する。 

（2）一部助成：特許出願助成は、出願者が一部の費用を負担する原則に基づき、実際に発生した費用の比率で助成

する原則に則る。各地は、実情に基づいて各特許費用の助成比率を定めることができるが、助成比率は、通常70%を

超えないこと。 

（3）重点の強調：実施されている特許の出願、国外特許出願、国又は現地の重点プロジェクトに係わる特許の出願、中国

特許金メダルを取得した発明者の関連特許の出願、国家知識産権局又は現地の知的財産権局のモデル企業・事業機構

の特許出願、中小企業の特許出願及び経済的に確かに困難のある出願者の特許出願に対する助成に重点を置き、この場

合の助成の場合は、助成比率を適当に上げることができるが、助成比率は、通常 85%を超えないこと。 

授権された発明特許の助成金申請、特許性があることを証明できる検索報告書を提出した特許助成金申請について、その

助成比率を上げることができるが、助成比率は、通常 95%を超えないこと。 

 

（4）重複助成の防止：各レベルの知的財産権局の特許出願助成は、連携して行うものとする。原則として、1 つの特許

は、あるレベルの知的財産権の助成だけを受けることができ、重複助成はしない。各地の知的財産権局は、特許出願

助成の状況を順番で上に報告するものとする。優先権を要求する特許出願について、最初の出願と後の出願が同一

国にある場合には、先に出願し、特許出願助成を取得した場合には、その後の出願を助成しない。 

 

（5）繋がり・関連：特許出願助成業務は、特許費用の減額・支払延期方法、知的財産権法の執行及び権益保護への

援助、知的財産権モデル、特許の実施・産業化等の政策と繋がり、関連するものとする。 
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現在、中国における特許助成の業務プロセスは、大筋、次の通りである： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

また、中国国家知識財産権は、特許出願助成について、次のとおり制限を設置したため、日系企業

は、これに注意するものとする。 

 
（１） 単一単位（業者、組織、事業団体）又は個人が毎年取得する助成のプロジェクト数又は

資金総額を適当に制限し、助成資金総額に基づき、特許出願助成の規模をある程度コン

トロールする。 

 
（２） 外国に特許を出願するものについて、特定する国又は地区への出願に限って助成するこ

とを規定することができる。「特許協力条約」（PCT）により外国への特許出願について、

同一発明創造に関する特許出願が複数の国又は地区で指定される場合には、助成をする

指定国(局)の数量を制限することができる。 

 

特許助成金申請：中国における特許の助成金申請は、当事者が自ら関連費用を支払った後に提出するものとする。

各地は、実情に基づいて助成費用の支給時間、方法及び特許出願費用の助成に提出しなければならない書類を定

めることができる。 

特許助成の認可：各レベルの知識産権局は、助成金申請を審査し、特許助成金に実際の役割を果たせるものとす

る。関係者は、当事者に対し、公正・適時・公開・透明の要求に従って、特許助成金申請を真剣に処理するものとす

る。非正常の出願の特許助成取得を避けるために、関係特許の品質を厳しく審査しなければならない。助成金申請

時に提出された特許出願文書について、関係機構に公開されるまでに、秘密保持を厳守するものとする。 

 

特許助成金使用の監督： 

各レベルの知識産権局は、特許出願助成金の使用状況を監督するものとし、助成を申請する業者・個人や助成を

取得した業者・個人の助成取得状況を確認することができる。 

 

関係業者及び個人は、これに協力するものとする。そうしない場合には、特許費用の助成を停止する。助成を申請

する業者及び個人は、真実な書類及び証明を提供するものとする。 

 

助成を受ける業者又は個人が提供した助成金申請書類に虚偽があり、又は助成されたプロジェクトが非正常の特

許出願である場合には、各レベルの知識産権局は、取得した助成費用の返還を命じ、特許費用の助成を停止すると

同時に、その状況を通達するものとする。 

 

非正常の特許出願行為により助成を騙し取り、経緯が重大で犯罪を構成した場合には、法により関係機構に移送

し、その刑事責任を追及する。特許代理機構又は代理人が出願者と共同で非正常の特許出願行為により助成を騙し

取った場合には、関連部門より、相応する処罰を与える。 
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（３） 外国特許出願助成の申請について、新規性判断のための検索報告書（注：改正された現

行特許法においては検索報告書は技術評価書と改正された）又は PCT 出願国際段階検索

報告書を提供するものとする。 

 
当事者が提出する発明特許及び実用新案の新規性判断のための検索報告書は、国家知識財産権局又

は国家知識財産権局指定の省レベルの知識財産権局検索部門が発行し、意匠特許の新規性判断のため

の検索報告書は、国家知識産権局検索部門が発行するものとする。 

 
特許助成手続きを行う場合には、各レベルの各地知識財産権主管機構は、相応する申請書の記入及

び提供を助成金申請者に要求する。これらの申請書は、フォームの形で出されることが多い。そのう

ち、国外特許出願に関する特別資金の助成金申請について、財政部は、次のようなフォームを提供し

参考として掲載する。 
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国外特許出願に関する特別資金助成金申請表 

 

特許(特許出願)名称  
特許(特許出願)所在

国家/地区 
 

特許(特許出願)類型  
特許出願番号/特許番

号 

 

特許出願日/特許授権日  出願者類型  

特許又は特許出願技術概要及び応用ポテンシャル  

助成を申請外国特許費用の実費 （費用名称、金額、時間等） 

取得の他の助成の状況説明 （その他の助成金の類型、金額、時間等） 

申請者  業者名称  

法定代表者  営業許可証番号  

取引銀行口座番号  担当者  

特許の出所  項目番号  

住所  郵便番号  

TEL  FAX  E-mail  

申
請
業
者
状
況 

申請に関する意見： 

法定代表者又は授権者（印）：         （社印） 

年  月  日                        年  月  日 

提
出
文
書
明
細 

□特許出願文書（中国語）  部   頁  □特許授権証   部   頁 

□特許出願受理通知書  部   頁  □企業・事業機構の営業許可証又は法人資格証 

□PCT による出願の国際検索報告書  部   頁 

機構名称  受理番号  受
理
機
構 初審査意見： 
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1.「申請者類型」欄に、中小企業、事業機構、研究機構を記入することができる。 

2.「特許技術概要及び応用ポテンシャル」欄に、申請者は、特許技術に合わせて、申請するプロジェ

4.「提出文書」欄の場合は、

3. 特許の出所とは、特許が国の諸計画又はその他の経費のサポートによるものであるか否かを指す

「国外特許出願に関する特別資金管理方法」第 8 条の要求に従って、文

5. 別紙を付することができる。 

                                                          

取扱人： 

年  月  日 

審査人：           

年  月  日 

社印 

年  月  日 

 

記入説明 

 

 

クトが「国外特許出願に関する特別資金の管理方法」第 7.条を満たしていると思う理由を記入する

こと。  

 

（サポートを受けた計画名称、プロジェクト名称及びプロジェクト番号を直接記入すること）。経費

を自己調達したものの場合は、「自己調達」を記入し、プロジェクト番号を記入する必要はない。 

 

書名称前の□の中に✓を記入すること。提出文書の部数及び枚数を間違いないように記入すること。

その他の書類を提出する場合には、□の中に✓を記入するほか、文書名称・部数・枚数を明記するこ

と。 
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第三章 中国における地方特許助成政策 

 

第一節 本章に関する説明 
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第二節  中国各省区市の主要特許助成・奨励政策 

 
１. 北京市 

北京市表一 

地
域 

設
置 

助成範囲 助成基準 プロセス 

北
京
市 

特
許
出
願
助
成
金 

特
許
第
一
出
願
者
は
北
京
市
に
あ
る
確
か
に
困
難
の
あ
る
業
者
等 

１ 

国
内
出
願
の
出
願
費
、
実
体
審
査
費
、
実
体
審
査
費
、
付
加
費
そ
の
他
の
費
用

 

２ 
PCT

ル
ー
ト
そ
の
他
の
ル
ー
ト
で
外
国
に
発
明
特
許
を
出
願
す
る
部
分
の
申
請
費
用 

1.国内特許出願 

A.北京市特許モデル単位：発明出願の助成上限の

限度額：出願費 950 元/件、実体審査費 2500 元/

件。実用新案と意匠出願の最高助成基準は 500

元。 

B.北京市特許モデル単位：発明出願の最高助成金

は 5000 元/件。その内、出願費は 950 元/件、実

体審査費は 2500 元/件。実用新案と意匠出願の最

高助成金は 500 元。実費が上記金額にならない場

合は、実費で助成。 

C.その他の業者等：発明出願の最高助成金は、出

願費 950 元/件、実体審査費 1200 元/件。実用新

案と意匠出願の最高助成金は 150 元/件。実費が

上記金額にならない場合は、実費で助成。 

D.業者の年度内の発明特許出願数が 100 件以上

（100 件を含む）に達した場合は 101 件目の出願

から、年度内に出願の発明には 1000 元/件を追加

助成し、当該年度に授権の発明には 1500 元/件を

追加助成。 

2.国外特許出願 

A.単位が PCT 出願をする場合、段階的に助成。国

際段階１万元/件、国家段階１万元/国/件を助成。

B.単位はその他のルートで外国に特許を出願す

る場合は、2万元/国/件を助成する。１件の特許

出願を複数の国に提出のとき、５カ国への出願の

一部の費用助成を上限。１つの業者（単位）は毎

年最高５０万元の国外特許出願助成金を取得。業

者は年度内（1月 1日―12 月 31 日）に外国に 10

件以上（10 件を含む）特許を出願のとき、その

年度内に授権の発明特許には 1 万元/件を追加助

成。 

1.「北京市国内特許出願

助成金申請」や「北京市

国外特許出願助成金申

請表」等の書類提出。 

2.国家知識産権局特許

局北京代理処が統一で

受理。 

3.助成期限： 

A.国内特許出願の場合、

出願日から翌年の 2月末

まで、発明特許実体審査

費助成金申請の場合は、

申請者が「実体審査プロ

セスに入る通知書」を受

領した日から翌年の 2月

末まで。 

B.国内特許授権の場合

は、授権日から翌年の 2

月末まで。 

C.外国特許出願の場合

は、出願日から翌年の 12

月末まで。 

D.国外特許授権の場合

は、授権日から翌年の 12

月末まで。 

4.市知識産権局は国家

知識産権局特許局北京

代理処に受理した特許

助成プロジェクトの審

査を委託。 

5.助成金を支給。 

助成
対象 
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北
京
市 

特
許
実
施
資
金 

特
許
実
施
に
確
か
に
困
難
な
市
内
企
業 

市
場
性
・
創
造
性
の
特
許
。 

1.実用新案の場合は、20万元以内とする。 

2.発明特許の場合は、30万元以内とする。 

1.随時に市知識産権局

に申請できる。「北京市

特許実施プロジェクト

申請表」等の書類を提

出。 

2.市知識産権局は 40 営

業日以内に初審査・認

可・回答する。 

3.市知識産権局と「北京

市特許実施プロジェク

ト契約書」を締結し、資

金サポートを受ける。 
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付表 

北京市国内特許出願助成金申請表 

                 年    月    日            番号：          

特許名称   

特許出願番号   特許出願日   

特許分類 □発明  □実用新案  □意匠 

所属業界 
□電子  □情報   □光機電一体化   □生物工学   

□新医薬   □新書類   □エコ・省エネ   □その他   

申請者   

口座名義人   

取引銀行   口座  

申請者住所       区/県 郵便   

担当者   電話   

申請者分類 □企業  □大学  □研究機構   □機関団体  □個人   

業者コード   

  

業者状況調査 

  

□園区モデル企業□区県モデル業者□モデル業者 

所属園区: □1.海淀園□2.豊台園□3.昌平園□4.電子城□5.建翔園□6.徳勝

園 □7.亦庄開発区□8.雍和園 □9.石景山園□10.通州エコ産業基地□11.通

州光機電一体化産業基地  □12.大興生物医薬基地 

申請理由 

□1.技術が進んでおり、高い創造性がある。 

□2.北京地域の重点発展技術分野及び業界に属する。 

□3.市場ポテンシャルがある。 

書類明細 

□特許出願受理通知書□申請費用領収書□発明特許出願説明書要点 □特許出

願初審査合格通知書□企業営業許可証 □単位紹介状□個人申請者身分証明書

□委托書□代理人身分証明書□発明特許授権通知書□ハイテク企業証書 □中

関村企業信用格付け報告書 
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重点発明申請費用  ￥            受領者   電話 

維持費 ￥            確認者      年   月  日 

印税 ￥            審査者      年   月  日 

実体審査費  ￥ 

請求項付加費  ￥ 

説明書付加費  ￥ 

年目年間費  ￥ 

登録費  ￥ 

                                                       

申請費（文書印刷

費を含む） 
￥ 

申請者署名又は押印： 

申請者身分証明書番号： 

代理人署名： 

代理人身分証明書番号： 

重点発明授権費 ￥ 

認可総額 ￥ 

備 考 ： 営 業 許 可 証 コ ピ ー 、 業 者 紹 介 状 等 関 連 書 類

は、        号を参照すること。 

記入説明： 

1.「□」に事実に基づいて✓を付けること。 

2.書類明細に列記された文書に原本があるものは、原本とコピーを提出すること。原本は、審査

・押印後に返還される。 
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業 者 状 況

類別    □企業□大学□研究機構□機関団体 

申請者                                                 単位コード 

                                                          

北京市国外特許出願助成金申請表 

 

        社印：                   年  月   日                           番号： 

  

詳細住所   法定代表者   

代表者身分証明

書番号 
  

特許名称   担当者   

授権状況 
□ はい 

□いいえ 
国外特許出願日   電話   

申請ルート 
相応の国外特許出願

番号 
申請国別 国外特許授権日   

□国際段階     特許所属業界   

特許類別   
PCT 

□国家段階     
国内特許出願番号 

  

そ の 他 の

ル ー ト  
      国内特許出願日   

調 査  

□園区モデル企業      □区県モデル業者      □モデル業者 

所属園区：□1.海淀園   □2.豊台園      □3.昌平園   

□4.電子城 

□5.建翔園   □6.徳勝園      □7.亦庄開発区 

□8.雍和園   □9.石景山園    □10.通州エコ産業基地 

□ 11.通州光機電一体化産業基地□12.大興生物医薬基地 

 

特許技術概要(技術分野、解決問題、産業化ポテンシャル予測）  
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書類明細 

□企業営業許可証 □大学、研究機構、機関団体法人資格証書 

□単位紹介状 □代理人身分証明書 

□特許説明書要点（中国語）□国内特許出願受理通知書 

●PCT ルートによる申請に要提出文書 

○国際申請番号及び国際申請日通知書 ○所定費用納付に関する通知書 

○検索本受領通知書           ○国際出願文書受領通知書 

○国家段階に相応する国家受理通知書 

●その他のルートによる申請に要提出文書 

○相応する国からの受理通知書 

□諸費用の証憑。PCT ルートその他のルートで政府が郵送した関係費用納付証憑・領収

書・明細書及び国際特許代理機構発行の領収書及び明細書を含む。 

□特許証書 

助成金申請費用 ￥ 漢数字 

助成授権費用 ￥ 漢数字 

認可総額 ￥ 漢数字 

受領者身分証明書番号   署名 

備考： 

審査意見： 

  

初審査者署名 

再審者署名 

年  月  日 

記入説明： 

1.出願するすべての国の出願番号を完全に記入すること。 

2.「□」「○」に事実に基づいて✓を付けること。 

3.書類明細に列記された文書に原本があるものは、原本とコピーを提出すること。コピーには申請業

者の社印を押捺すること。原本は、審査後に返還する。そのうち、領収書と明細書のコピーには代理

機構の社印又は財務専用印も押捺すること。 
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3.資金を支給。 

                                                          

北京市表二 

 

地
域 

設
置 

助成
対象 

助成範囲 助成基準 プロセス 

北
京
市
中
関
村 

特
許
促
進
資
金 

条
件
を
満
た
す
第
一
出
願
者
の
園
区
内
の
企
業
等 

条
件
を
満
た
す
企
業
の
特
許
創
造
・
管
理
・
制
度
整
備
及
び  

競
争
性
研
究
に
対
す
る
支
持 

1.園区産業発展方向と一致する企業に

対し、取得した国内発明特許授権の件

数により、１件につき、5000 元の資金

サポートをする。1 社につき、１年の

最高助成金額は 100 万元以内とする。

2. PCT により国際特許を出願し、国家

段階に入った企業に対し、出願件数に

より、1件につき、5万元を助成する。

1 社は１年最高 10０万元を超えない助

成金を取得する。１件の特許出願を複

数の国に提出する場合は、重複計算を

しない。 

 

1.「中関村国内特許サポート

資金申請表」、「中関村国際特

許サポート資金申請表」等の

書類を提出 

2.中関村管理委員会は初審

査・再審を行う。 

 

中
関
村
国
家
知
的
財
産
権
制
度
モ
デ
ル
園
区 

国
外
特
許
出
願
特
別
資
金 

園
区
内
に
あ
る
ハ
イ
テ
ク
企
業
等 

1.PCT により出願した場合は、段階に

分けて助成することができる。国際段

階の場合は、１万元/件、国家段階の場

合は、１万元/国/件を助成する。 

2. その他のルートで外国に特許を出

願する場合は、2 万元/国/件を助成す

る。 

3. １件の特許出願を複数の国に提出

する場合は、５カ国への出願の一部の

費用助成を上限とする。１社は、１年

最高５０万元の国外特許出願助成金を

取得する。 

1.「国外特許助成金申請表」

等の書類を中関村知的財産

権促進局に提出。 

2.中関村知財産権促進局は

受理し、初審査意見を出す。

3.北京市知識産権局と中関

村管理委員会関連部門は最

終助成リストを審査・確定。

4.助成金を支給。 

  中関村管理委員会の現在の要求により、「中関村国内特許サポート資金申請表」、「中関村国際特許

サポート資金申請表」を記入する場合には、下記付表一をのみ記入する必要がある。 
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附表一                                            □発明特許授権 

                                                                                                    □国外特許出願 

申請書番号：   

中関村特許促進資金申請書 

   申請業者名称：                       （社印） 

   業者法定代表者：                      

   業者所在園区又は専門園： 

   記入・申請日：         年    月    日 

記入説明 

一 記入要求： 申請表の各項目の内容をありのままで、申請表の書式に厳格に従って記入すること。欄を空白にしてはならない。

記入する内容がない場合は、「なし」と記入すること。申請業者名称は全称を記入すること。申請書及び関連書類について、統一し

て A4 の紙で順番に申請書及びその関連書類を製本し（1 式 2部）、申請通知所定の期間内に中関村管理委員会創新能力建設特別事務

室に提出して審査させること。すべての書類は、原本とコピーを提出すること。原本は審査後に返還される。 

二 指標説明： 

    1.企業法人コード：国が統一して規定した企業法人コードを採用し、企業法人コードのない企業は、まず企業法人コード証を

取得すること。(書式  XXXXXXXX—X) 

    2.技術分野コード（6 桁）：企業の主要業務活動の性質に基づき、科技部が「ハイテク分野コード」により作成した分類コード

の規定に従って記入すること。詳細は、付属書類「ハイテク分野コード」対照表を参照すること。 

    3.所在園区又は専門園：海淀園、豊台園、昌平園、電子城科技園、亦庄、徳勝園、健翔園、雍和園、石景山園、通州園及び大

興生物医薬基地。 

    4.中関村信用等級：中関村管理委員会指定の信用格付けサービス機構が発行した企業信用評価報告の等級を指す。中関村科技

園区のサイト(http://www.zgc.gov.cn)及び中関村企業信用促進会のサイト（http://www.ecpa.org.cn)で検索できる。企業は信用

報告又は信用リスク管理報告を提供すること。 

    5.大学運営企業：国家教育主管部門の許可により設立され、国が学歴を承認し、かつ、学歴証明を発行する大学が設立・リー

ドして設立した企業を指す。 

    6.研究所運営企業：市レベル以上の政府部門に所属する独立研究・開発機構が設立した企業を指す。 

    7.留学経験者運営企業：国外の大学本科以上の学歴を取得した公費・自費留学生や国内で中級（中級を含む）以上の専門技術

資格を取得し、かつ、国外の大学、研究機構で 1 年以上研修・訪問・協力した客員学者及び研修者が設立・リードして設立した企

業を指す。 

    8.プロジェクトの開始時間：このプロジェクトが資金サポートを申請する時間を指す。即ち、企業申請時間であり、申請書に

記入した時間と一致しなければならない。 

    9.研究所全体体制転換企業：1999 年 1 月 1 日以降に、地市レベル以上の政府部門に所属の独立技術開発型研究機構が体制全体

を技術企業に転換し、又は国有大中規模企業に加入した企業を指す。 
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FAX    E-mail  

責任者   電話 携帯  E-mail 

氏名   身分証明書番号         電話 携帯番号 

付属書類            □企業営業許可証□ハイテク企業証□中関村企業信用等級報告 

人   研究開発従業員        人従業員数                     人 

住所   郵便番号  

担当者   電話  携帯番号  

法人コード           □□□□□□□□－□ 

                                                          

一 申請企業基本状況表 

 

申請企業名称  

所在園区 

又は専門園 
 

企業法定 

代表者状況     

業者登録時間  
登録資本

（万元）
 

外資（マカオ・台湾

を含む）比率 
%

取引銀行  口座番号  中関村信用等級  

登記登録時の 

単位経済類型 

□01.国有企業 02.集団企業 03.株式合作企業 04.共同運営企業 

05.有限会社   06.株式有限公司   07.私営企業 

08.香港、マカオ、台湾資本投資企業  09.外資投資企業  10.その他の企業

申請単位現状 

□□□  （次に該当する企業現状のコードを記入すること）（多項目選択可）

1.瞪羚企業 2.認定のソフトウエア企業 3.大学運営企業 4.研究所運営企業

5. 研究所全体体制転換企業 6.留学経験者運営企業  7. 産学研一体  8.そ

の他 

短大以上学歴

従業員 

正社員  

知識産権部門従業員数  

兼職社員  

知的財産権 

管理機構 
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特許出願済数          件

発明特許出願          件

特許授権済数          件

発明特許授権数        件

担当者     

そのうち申請者が企業であ

るもの 
件

そのうち申請者が企業であ

るもの 
件

そのうち権利者が企業であ

るもの 
件

企業特許状況 

そのうち権利者が企業であ

るもの 
件
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創新能力

建設特別事

                                                          

二 資金申請表 

 
中関村発明特許授権資金申請表 

 

申請業者  

申請理由 

「中関村特許促進資金管理方法」の規定に基づき、当社は  年  月  日から    年

月  日まで国内発明特許出願授権を  件取得し、助成条件を満たしているため、

万元の資金サポートを申請いたします。 

 

授権発明特許状況明細表及び発明特許授権証書のコピーは、後に添付いたします。 

 

法定代表者署名              社印           

                                            

年    月    日 

務室審査意

見 

 

審査により、当該会社が  年  月  日から    年  月  日まで国内発明特許出願授権

を  件取得し、「中関村特許促進資金管理方法」所定の助成条件を満たしている。

助成認可金額は       万元とする。 

 

初審査者                    確認者                              

                                           

年     月     日 
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14    

13    

7    

4    

3   

                                                       

授権発明特許状況明細表 

 
                             申請業者（押印） 

 NO. 特許番号 特許授権日 特 許 名 称 

1    

2    

5    

6    

8    

9    

10    

11    

12    

15    

国内発

明特許

授権 

16    

 

上記フォームが足りない場合には、当該フォームの書式により別紙を付すること。 
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中関村国外特許出願資金申請表 

 

申請業者  

申請理由 

 

「中関村特許促進資金管理方法」の規定に基づき、当社は   年   月  日から

年   月  日まで国外特許を  件出願し、すでに相応する出願先の国に入ってお

り、相応する助成条件を満たしているため、     万元の資金サポートを申請いた

します。 

 

国外特許出願状況明細表及び国内特許出願受理通知書、対応する国の受理通知書の

コピーは、後に添付いたします。 

 

法定代表者署名              社印           

                                            

年    月    日 

創 新 能 力

建 設 特 別

事 務 室 審

査意見 

 

審査により、当該会社が  年  月  日から    年  月  日まで国外特許を  件出

願し、すでに出願先の国に入っており、「中関村特許促進資金管理方法」所定の助

成条件を満たしている。助成認可金額は       万元とする。 

 

初審査者                    確認者                              

                                           

年     月     日 
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国外特許出願状況明細表 

 
                                                         申請単位 （押印）   

NO. 国内特許出願番号 申請ルート
国外特許出

願番号 
申請先 申請日 特許名称 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

       

  

上記フォームが足りない場合には、当該フォームの書式により別紙を付すること。 
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四  付属書類 

5.  特許の更なる運用状況 

4.  特許情報利用状況 

3.  知的財産権に関する関連宣伝・教育状況 

2.  特許制度構築状況 

1.  申請企業状況 

                                                          

三 企業特許管理・戦略研究報告 

 

 

 詳細は次のとおりとする。 

 

  技術開発状況、知識産権部門構築状況（例えば、主管責任者、所属関係、部門名称、設立時間、人

員構成、職務、専門背景）、企業発展戦略等。 

 

  特許管理規則、特許業務インセンティブ制度等、関連制度の名称・公布時間を明記すること。 

 

 内部知的財産権の関連教育を如何に展開し、教育内容・頻度、従業員が知的財産権教育に参加する

状況等の概況を明記すること。  

 

  特許データベース構築、特許情報分析、特許競争情報研究等の業務で、すでに完成したプロジェク

ト、構成員（プロジェクト責任者、プロジェクトグループ主要メンバー等の詳細状況）、経費資金源

（自己調達か関係サポートを受けたか。関連証憑がある場合は、そのコピーを付すること）、関連ソ

フト・ハード施設、場所等の資源配置及び保障措置、展開した特許情報業務及び取得した効果等の状

況があれば、これを明記して報告の後に添付すること。 

 

  すでに展開した特許戦略の制定及び実施状況、特許警告業務の展開状況及び今後の長期特許戦略目

標等を含む。本報告は、3,000 文字以上とし、関連書類がある場合は、これを後に添付すること。 

 

 
（一） 企業営業許可証のコピー（年度審査が有効で、社印押捺されたもの） 

（二） ハイテク企業認定資格証書のコピー（社印押捺されたもの） 

（三） 中関村園区企業信用格付け報告又は企業深度信用リスク管理報告、不良記録がない 

（四） 発明特許授権証書のコピー（社印押捺されたもの）、国内特許出願受理通知書及び相応

する国からの受理通知書のコピー（社印押捺されたもの） 

 
 
 
 

申請業者  

担当者  電話  

FAX  E-mail  

住所  郵便番号  
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 □ PCT □国際段階 □国家

段

社印 営業許可証又は法人資格証書番号      年   月   日 

企業□   学校□   研究

助成金実際額       （漢数字）              元 （アラビア数字）

助成金申請額       （漢数字）              元 （アラビア数字）

                                                       

付属書類二 

 
中関村国家知的財産権制度モデル園区国外特許助成金申請表 

 

申請者  法定代表者  

詳細住所  
 

類別 
所□ 

担当者  電話  携帯  

E-mail 
 

フォロー調査
認める   □ 

認めない □ 

特許名称  

特許所属業界  特許類別  

国内特許出願日  国内特許出願番号  

国外特許出願日  国外特許出願番号 

階 
申請国別 

 
申請ルート 

 □パリ条約 申請国别  

                     元

                     元

特許技術概要（技術分野、解決問題、産業化ポテンシャル予測） 

書類明細 

      □企業営業許可証、ハイテク企業認定資格証書 

      □大学、研究所法人資格証書 

      □特許説明書要点（中国語） 

      □国外特許出願文書 

      ●PCT ルートによる申請に要提出文書： 

      □特許出願受理通知書            □国際申請番号及び国際申請日
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 を提出すること。原本は審査後に返還される。そのうち領収書と明

細書のコピー

者

         2.申請表及び書類明細に挙げられた文書は、すべて原本とコピー（1 式 3 部、申請業

                                                          

通知書 

      □所定費用納付に関する通知書      □検索版受領通知書 

      □国際出願文書受領通知書 

   国家段階に入った場合は、相応する国からの受理通知書も要提出 

      ●パリ条約ルートで出願する場合に提出する文書：対応国からの受

理通知書 

      □諸費用の証憑。PCT 又はパリ条約機構が発行した関係費用納付証憑

・領収書・明細書、及び国際特許代理機構発行の領収書と明細書を含む。

中関村知的財産権促進局審査意見                     年    月    日 

備考： 

記入説明：1.事実に基づいて□に✓を付けること。 

の社印を押捺）

に代理機構の社印又は代理機構の財務専用印を押捺すること。          
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1.北京市  

 
北京市表三 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

北

京

経

済

技

術

開

発

区 

技

術

創

造

特

別

資

金 

区
内
企
業 

下記を含む

が、これに限

らない。 

1.区内企業

出願プロジ

ェクト 

2.開発区産

業発展方向

・重点プロ

ジェクト 

3.産業化等

を実現でき

る良好な効

果のあるプ

ロジェクト 

1.授権された国内発明、実用新

案、意匠特許に対し、1件につき、

それぞれ 2万元、8千元、2千元、

授権された国外特許に対し、10

万元/件を助成。 

 
2.国内で特許を授権されて生産

が開始した企業に対し、当該特許

が当年度に納付すべき維持費用

の 100％を助成する。PCT により

外国に特許を授権され、年間輸出

額が 100 万米ドルを実現した企

業に対し、当該輸出先特許が当年

度に納付すべき維持費用の 60％

を助成する。 

 

3.その他の特別助成 

 

1.開発区管理委員会科技部門

の要求どおりに申請書類を提

出。 

2.科技部門は初審査する。 

3.科技部門は評議審査する。 

4.科技部門と財政部門が共同

で初歩審査意見を提出。 

5.管理委員会主任事務会で審

議。 

6.公示。 

7.認可。「技術創造特別資金協

議書」締結。 

8.資金支給。 
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2.上海市  

 

地

域 

設

置 

助成

対象 
特許費助成項目・金額 特別助成対象 特別助成金額 申請プロセス 

上
海
市 

特
許
費
助
成
・
特
別
助
成 

特
許
第
一
出
願
者
が
市
内
企
業
で
あ
る
等 

1.特許出願費は実費で助

成する。 

2.授権発明特許の実体審

査費は実費で助成する。

3.発明特許の授権費及び

授権後の二年目、三年目

の年間費用は実費で助

成。 

4.実用新案、意匠の授権

費は実費で助成。 

5.香港又はマカオで発明

特許を出願する場合は、

授権後に最高 10000 元/

件を一次助成。 

6.国外発明特許を出願す

る場合は、1 つの国に授

権されたことにつき、最

高 3,0000 元を助成し、1

件の発明特許は、3 つの

外国出願助成を上限とす

る。 

 

特許費助成対

象に属し、自

ら申請して認

可 さ れ た 企

業、国家、当

市の重大プロ

ジェクトを担

当する企業、

重大創造活動

に関する単位

（企業） 

1.国内発明特

許 出 願 の 場

合、1 件につ

き、3,000 元を

助成。 

2.実用新案出

願の場合、1件

につき、800 元

を助成。 

3.意匠特許出

願の場合、1件

につき、3,000

元を助成。 

 

1.市知識産権局

申請書類を提出。

2.市知識産権局

はこれを受理・

審査。 

3.市知識産権局

じゃ助成の決定

をし、助成手続き

を行うよう申請

者に通知。 

4.期限：申請提出

後 2か月以内 
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4. 担当者：谷 舒毓          

3. 受理時間：火、木、金（午前 9：00-11：00、午後 1：3.0-4.：00） 

2. 受理場所：上海市知識産権局(巨鹿路 915 号巨鹿大廈１階ホール) 

注：1. 提出しなければならない申請書類： 

所属区県     担当者  

                                                       

付属書類： 

 

上海市中国特許出願費助成金申請表 

番号 No:              

特許名称  

特許出願番号 □□□□□□□□□□□□□ 特許出願日  

特許出願類型 発明□    実用新案□    意匠□ 

申請者氏名・

名称 

 
電話 

 

住所  郵便番号  

特許代理機構  代理人  

申請助成金額 （漢数字）人民元                              元 

認可金額 （漢数字）人民元                              元 

単
位
署
名
押
印 

（単位）押印 （個人）署名 

身分証明書番号： 

年   月   日 

審
査
者
書
名
押
印

 

年   月   日 

（一） 国家知識産権局上海特許代理処発行の特許出願費領収書（原本）； 

（二） 国家知識産権局上海特許代理処が受理・押印した特許出願書１页目（原本）； 

（三） 業者申請の場合は、営業許可証、事業法人登録証又は社会団体登録証（コピー）を提出

すること。個人申請の場合は、本人の上海市戸籍、身分証明書又は居住証（コピー）を提

出すること。 

   電話：61113.7.3.6 

 

業 者  全  称 取引銀行 口座番号 
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3.天津市 

 
天津市表一 

地

域 

設

置 

助成

対象 

助成

範囲 
助成方式 プロセス 

天

津

市 

知

的

財

産

権

特

別

資

金 

条
件
を
満
た
し
た
当
市
企
業
等 

本
年
度
出
願
し
た
国
内
特
許
・
国
外
特
許 

1.一部助成。申請発明特許・実用新案

を出願し、又は当市のハイテク産業発

展方向と一致する重大な特許技術を購

入する場合は、特許出願費、発明特許

出願維持費及び購入費用の一部を助成

する。条件を満たしたプロジェクトに

対し、特許代理費の一部を助成する。 

2.全額助成。当市のハイテク産業発展

方向と一致し、市ベレルの重点新製品

であるハイテク特許出願プロジェクト

に対し、特許出願費及び第一次発明特

許出願維持費を全額助成する。 

1.申請報告及び関係書類を随時

に市知識産権局に提出できる。 

2.市知識産権局は、申請報告及

び関連書類を受領した後、所定

プロセスで審査を適時に行い、

初審査意見と年間関連プロジェ

クト資金使用計画を提出して資

金指導者グループに認可させ

る。  

3.市財政局は資金指導者グルー

プの認可意見に基づいて、資金

支給に関する手続きを行う。  

 

天津市表二 

地

域 

設

置 

助成

対象 
助成範囲及び基準（奨励範囲及び金額） 

天
津
市
ハ
イ
テ
ク
区 

助
成
金 

区
内
企
業
等 

1.知的財産権創造・保護システムを構築の企業に 8万元を超えない金額を助成。 

2.国内外知的財産権を出願する企業に対し： 

a.国内発明特許、1000 元/件、実用新案、500 元/件を出願助成とする。 

b.申請国内集成回路配置設計専有権を出願する場合、2000 元/件を助成。 

3.PCT により国外特許を出願し、国家段階に入っている、又はその他のルートで国外特許を出

願する場合は、出願件数により、10 万元/件を助成。 

4.国内発明特許授権を取得した企業に対し、2500 元/件、外国特許授権を取得した企業に対し、

1万元/件を助成。 

2 件以上国内外特許授権を取得し、発明特許授権が 1件を下回らない企業は、1万元の奨励を取

得できる。PCT ルート又はその他のルートで国外特許を出願し、授権された場合は、件数で計

算する。単一特許が複数の国で出願した場合には、重複計算をしない。 

5.中国意匠特許大賞金メダルを取得した企業に対し、1件につき 3万元を奨励。 

6.ハイテク区が計画する自主知的財産権産業化プロジェクトの場合は、1 プロジェクトにつき

40 万元を超えない助成をする。 

7.独自特許を抵当して融資をし、融資額が 100～500 万元である場合は、10～20 万元を奨励す

る。融資額が 1000 万元以上の場合は、50 万元を奨励。 
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4.重慶市 

 

地
域 

設
置 

助成

対象 
助成範囲 プロセス 

重
慶
市 

特
許
助
成
金 

特
許
第
一
出
願
者
が
市
内
企
業
で
あ
る
等 

1.国内発明、実用新案

又は意匠特許出願費の

場合、申請費は実費を

助成。 

 

2.国内発明、実用新案

和及び匠特許権を取得

後、一括助成。 

 

3.国外発明特許権を取

得した後、一括助成。 

1. 中国特許出願費用助成を申請の場合、「重慶市中

国特許出願費用助成金申請表」、「重慶市中国特許出願

費用助成金申請プロジェクト明細表」等の書類を提

出。中国発明、実用新案及び意匠特許権を取得した後、

一次助成金を申請の場合、「重慶市中国特許授権費用

助成金申請表」、「重慶市中国特許授権費用助成金申請

プロジェクト明細表」等の書類を提出。 

国外発明特許授権費用助成を申請する場合、「重慶市

国外発明特許授権費用助成金申請表」等の書類を提

出。 

 

2.市知識産権局は助成金申請を受理した後、15 営業

日以内に審査し、助成金を支給する。 

 

3.特許出願助成を申請する場合、毎年の 2月 20 日～3

月 31 日まで前年度の助成金申請を受理して国家知識

産権局特許局重慶代理処に提出するる。審査に合格し

た後、助成金を受領する。 
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認可金額      （漢数字）人民元              

特許代理

特許出願

申請者 

特許出願

                                                          

重慶市中国特許出願費用助成金申請表 

 

特許名称  

番号 □□□□□□□□□□□□□ 日  

特許出願類型 発明□    実用新案□    意匠□ 

氏名名称
 

 電話 
 

住所  郵便番号  

所属区県   担当者  

機構  代理人 
 

助成金申請額 （漢数字）人民元                              元 

                元 

申
請
者
署
名
押
印

 

 

（業者）押印 

（個人）署名 

身分証明書番号： 

年   月   日 

審
査
者
署
名
押
印

 

 

 

 

 

年   月   日 
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授権

                                                       

重慶市国外発明特許授権費用助成金申請表 

 

特許名称  

中国特許出

願番号 

□□□□□□□□□□□□□ 特許出願日  

外国特許番

号 

1.               2.               3.                

申請者
氏名
名称 

 電話  

住所  郵便番号  

所属区県   担当者  

国際代理機

構 

 代理人  

助成金申請額 認可金額 

         元  元 

                元  元 国 

                元 

授権国

 元 

合計 （漢
数字） 

元 

                            

元 

申
請
者
署
名
押
印 

 

（業者）押印 

（個人）署名 

身分証明書番号： 

 

年   月   日 

審
査
者
署
名
押
印 

 

 

 

 

 

年   月   日 

合計 （漢

数字） 

                                                       
   中国の知的財産における助成·奨励政策  33   



                                                          

5.遼寧省 

 

地
域 

設
置 

助成対象 助成範囲及び助成基準 プロセス 

遼
寧
省 

特
別
賞 

省
内
企
業
等 

1.知的財産権特別賞： 

著名商標、中国有名ブランド、中国特許金メダル等を取得した企業に 50 万元； 

中国特許優秀賞を取得した企業に 20 万元を助成。 

2.特別助成金、援助資金を設置。 

大
連
市
ハ
イ
テ
ク
園
区 

知
的
財
産
権
助
成 

第
一
署
名
者
所
在
の
区
内
企
業
等 

1.特許出願 

a.国外特許出願：アメリカ、EU 及び日本の発明特許を出

願する場合、受理・公開後、5000 元/件；その他の国家及

び地域の発明特許を出願し、受理・公開後、3000 元/件；

国外工業設計及び実用新案を出願する場合、受理・公開

後、2000 元/件を助成。上記特許出願助成は、1件につき

2か国家又は地区に限る。 

b.国内特許：国内発明特許を出願し、受理・公開後、2000

元/件；国内実用新案を出願し、受理・公開された後、500

元/件； 

意匠出願し、受理・公開された後、300 元/件を助成。 

 
2.特許授権 

a.国外特許：アメリカ、EU 及び日本の発明特許証書を取

得の場合、20000 元/件、その他の国家及び地区の発明特

許証書を取得の場合、10000 元/件、国外工業設計及び実

用新案証書を取得の場合、5000 元/件を助成。上記特許授

権助成は、1件につき 2か国家又は地区に限る。 

b.国内特許：国内発明特許証書を取得の場合、3000 元/

件、国内実用新案証書を取得の場合、1000 元/件、国内意

匠特許証書を取得の場合、500 元/件を助成。 

 

3.知的財産権モデル企業：大連市又は遼寧省の知的財産

権モデル企業に認可された場合、10 万元、国家レベルの

知的財産権モデル企業に認可された場合、20 万元の経費

を一時助成。 

4.国外特許に関する助成は、職務出願又は取得した国外

特許に限る。 

1.ハイテク園区科技創新局に「知

的財産権助成金申請書」、「知的財

産権助成金申請表」等の書類を提

出。受理時間は毎年の 10 月 8 日

から 11 月 8日まで。 

 
2.ハイテク園区科技創新局は財

政局と共同で初審査を行う。 

 
3.ハイテク区管理委員会は、認可

して管理委員会のサイトで公示。
 

4.公示期間満了後、ハイテク園区

科技創新局と財政局が共同でハ

イテク園区知的財産権助成資金

支給計画を公布し、ハイテク区財

政局より資金支給手続きを行う。
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6.河北省 

 

地
域 

設
置 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 申請プロセス 

河
北
省 

発
明
特
許
助
成
資
金 

省
内
の
業
者
等 

1.発明特許

出願費 

2.発明特許

審査費 

3.発明特許

登録費 

4.発明特許

維持費及び

授権当年度

の年間費 

1.特許出願の場合、

800/件元まで助成。 

 2.特許授権の場合、50 

0/件元まで助成。 

1.省知識産権局に申請する場合、「河北省

発明特許（出願）助成金申請表」又は「河

北省発明特許（授権）助成金申請表」等の

書類を提出。 

2.河北省知識産権局が審査し、省科技庁に

提出。 

3.省科技庁が省財政庁に提出し、省財政庁

が確認した後助成資金を支給。 

4.受理機構、住所、時間及び方式 

a.受理機構：河北省知識産権局 

b.住所：石家庄市富強大街 92 号 

c.受理時間：平日（休日を除く） 

d.受理方式：手渡し又は郵送。 

 

河
北
省
秦
皇
島
市 

特
許
出
願
補
助
金 

市内企業等 1.国内授権された発

明特許の場合、1000

元/件を助成。 

2.国外授権された発

明特許の場合、2000

元/件を補助する。同

一特許が複数の国に

授権された場合、1 回

の補助に限る。 

3.国内授権された実

用新案の場合、500 元/

件を助成。 

4.国内授権された意

匠特許の場合、200 元/

件を助成。 

 

1.市科学技術局に「秦皇島市特許出願補助

金申請表」等の文書を提出。 
 

2.市科学技術局がこれを審査。 
 

3.支給。  
 

4.特許補助金の申請は、特許が授権された

年の翌年の 3月までに提出。 
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7.山東省 

 

地
域 

設
置 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

山
東
省
青
島
市 

特
許
特
別
資
金 

市
内
業
者
等 

1.年度内（毎

年1月1日—12

月 31 日）に出

願した国内特

許 

2.授権された

国外特許 

 

1.発明特許の場合、950 元/

件を助成。 

2.技術的要素が高く、市場ポ

テンシャルのある実用新案、

設計レベルが高く、市場ポテ

ンシャルのある意匠の場合、

500 元/件を助成。 

3.国外特許の場合、3000 元/

件を助成。 

4.年度内に特許出願数が

100 件を超えた場合、特許出

願助成金額は、市知識産権局

が当年度の特許出願数に基

づいて一次定額を助成。最高

助成金額は 20 万とする。 

 

1.市知識産権局に「青島市特許特

別資金申請表」等の書類を提出。

2.市知識産権局が定期的に専門家

を集めて審査を行い、申請助成条

件を満たしている特許出願プロジ

ェクトに対し書面により公布。 

3.助成金を支給。 

 

 注：山東省が 2009 年 1 月 1 日に施行した「山東省特許発展特別資金管理方法」は、単独で取り扱

う予定のある市、外資及び外資持株企業に対し、除外規定をした。 
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8.江蘇省 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

江
蘇
省 

省
レ
ベ
ル
の
特
許
助
成
資
金 

省
内
企
業
で
受
理
の
重
大
発
明
特
許
、
国
外
出
願
し
た  

特
許
及
び
蘇
北
地
域
で
授
権
さ
れ
た
実
用
新
案 

1.重大国内発明

特許及び国外特

許を出願した申

請費、実際審査

費 

2.重大国内発明

特許及び国外出

願した特許は、

省レベル特許助

成資金を申請

可。 

3.アメリカ、日

本、EU への特許

出願を優先助

成。 

1.国内発明特許の申請費、実際審査費

を助成。 

2.蘇北地域で授権された実用新案を

50％の補助をする。 

3.国外特許出願を助成。 

4.特許出願特別補助資金は、申請費、

実際審査費を助成。 

 

1.同レベルの知識産権局

(科技局)に「江蘇省レベル

特許助成金申請表」等の書

類を提出。 

2.市、県知識産権局(科技

局)が同レベルの財政部門

と共同で審査・まとめ、省

管轄の各市知識産権局、財

政局が意見を提出後、当市

「省レベル特許助成金申

請プロジェクト纏め表」を

作成し省知識産権局に提

出。 

3.省知識産権局は審査し、

省財政庁と共同で助成経

費を認可・支給。 

江
蘇
省
無
錫
市 

特
許
助
成
金 

市
内
企
業
等 

助成要件 

１、当市市内住

所を持つ。 

２、国家知識産

権局特許局に出

願した特許であ

る。 

３、当市の産業

発展方針と一致

し、技術進歩を

よりよく促進で

き、又は市場の

ポテンシャルの

あるもの 

1.単位（組織）：国内発明特許を出願

後、1000 元/件を助成。授権後、4000

元を追加助成。実用新案が授権後、

1000 元/件、意匠が授権後、500 元/

件を助成。 

2.国際特許を出願した場合、1件につ

き、特許実際費用発生額の 50%で助成

する。極めて重大な発明特許を除き、

助成金最高額は 15 万元を超えない。

3.年間特許出願数が 50 件（50 件を含

む）以上 100 件以内に達した場合、当

該年度内に出願した発明特許に対し、

1000 元/件を助成。 

4. 年間特許出願数が 100 件（100 件

を含む）以上 100 件以内に達した場

合、当該年度内に出願した発明特許に

対し、2000 元/件を追加助成。 

5.特許実施助成は、20 万元を下回ら

ない。優秀プロジェクトの場合は、相

応して助成額を増やすことができる。

1.市知的財産権サービス

センターに「江蘇省特許助

成資金申請表」等の書類を

提出。国外特許出願の場合

は、国家知識産権局発行の

「検索版受領通知書」のコ

ピーの提出。 

2.国外特許授権助成を申

請する場合、外国特許局発

行の特許授権証書の原本、

コピー及び特許代理機構

発行の国外特許出願費用

明細、領収書の原本とコピ

ーをそれぞれ 1部提出。 

3.市知的財産権サービス

センターは年中申請を受

理し、提供された書類を初

審査・まとめて、四半期ご

とに市知識産権局に提出。
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江
蘇
省
蘇
州
市 

知
的
財
産
権
資
金 

 

条
件
を
満
た
し
た
市
内
企
業
等 

知的財産権分野 1.国内外特許出願の場合： 

a.国家知識産権局に受理された特許

出願に対し、申請費、実体審査費の実

際納付額で助成し、1件につき発明特

許助成額は 4000 元を超えない。実用

新案及び意匠特許助成の場合は、助成

額は 1000 元を超えない。 

b.国外授権を取得した特許出願に対

し、実際発生額で、最高 3 万元/件以

内助成。同一発明創造が複数の国で特

許権を取得した場合、助成金総額は、

最高 10 万元を超えない。 

2.重大特許の普及・運用 

3.企業・事業業者の知的財産権戦略

の推進 

4.知的財産権サービスシステムの構

築・適合権利保護の援助等 

5.知的財産権に対する表彰・奨励。 

 

1.登録所在地にある特許

主管部門に申請し、申請書

類を提出。 

2.各市区の特許主管部門

は初審査を行う。 

3.市知識産権局に提出し

て評議審査させる。市知識

産権局よりプロジェクト

立上げ提案をし、これを公

示し、プロジェクト立上げ

通知書を出す。 

4.プロジェクトが認可後

に立ち上げた後、市知識産

権局会と市財政局が共同

でプロジェクト担当業者

と「蘇州市知的財産権計画

プロジェクト契約（責任

書）」を締結する。市財政

局は、資金予算を支出。 

5.財政庁又は関係部門は、

適時に付資金を支給。 
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9.浙江省 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

浙
江
省 

特
許
特
別
資
金 

当
省
の
企
業 

国内外授権発明特許

の補助及び特許開発

に対する奨励、特許

宣伝、人材育成、特

許技術の実施・産業

化、行政法律執行環

境の建設； 

企業・単位の特許開

発モデル、国際間の

特許に関する交流・

協力、当省の業界又

は産業の重大利益に

係わる渉外特許訴訟

案件調査に対する協

力、応訴準備等に対

する補助 

1.国内発明特許授権の場合は、

4000 元/件を助成。 
 

2.国外発明特許授権の場合は、

30000 元/件を助成（１件の特許に

対する補助は、２か国（又は地区）

の発明特許に限る）。 
 

3.その他 

1.「浙江省国内発明特許

補助申請表」、「浙江省国

外発明特許補助申請表」

等の書類を提出。国内発

明特許の場合は、所在地

にある地区又は県（市）

知識産権管理部門に書類

を提出。国外発明特許の

場合は、省知識産権局に

書類を提出。 

2.知識産権管理部門は審

査。 

3.助成金を支給。 

4.発明特許助成申請の有

効期間は 1 年間とする。

主管部門が補助リストを

公布した日から起算。 

浙
江
省
杭
州
市 

特
許
特
別
資
金 

当
市
企
業
等
。
特
許
が
授
権
・
公
告
日
か
ら
１
年
内
、
又
はPCT

出
願
し
、 

 

国内外特許出願費用

助成、税関知的財産

権保護記録費用助

成、集成回路配置設

計及びソフトウエア

登録費用助成、動植

物新品種出願費用助

成； 

知的財産権（特許）

モデル企業奨励、特

許の実施・産業化助

成、「正規版本物」承

諾及び知的財産権権

利保護等の活動に対

する助成； 

特許行政法律執行及

び法律執行条件づく

り、特許データベー

ス等のサービスプラ

ットホーム構築、特

許に関する宣伝・教

育・人材育成等の助

成・奨励。 

1.特許出願費用 

a.発明特許：国内職務発明特許権

を取得の場合、5000 元/件、非職

務発明特許権を取得した場合、

1500 元/件を助成。アメリカ、日

本及び EU 特許局の権利を取得し

た場合、5万元/件、その他の国家

又は地区の授権を取得した場合、1

万元/件を助成。 

b.実用新案：国内実用新案を取得

した場合、1000 元/件、国外実用

新案を取得した場合、2000 元/件

を助成。 

c.意匠特許：国内意匠特許授権を

取得した場合、500 元/件、国外意

匠特許授権を取得した場合、1000

元/件を助成。 

d. PCT により国際出願をした特

許出願費の助成：申請者が法人組

織である場合、8000 元/件を助成。

上記渉外特許助成は、1件につき、

2 か国（又は地区）で取得した授

権に限る。 

1.主管機関に申請し、「杭

州市特許出願プロジェク

ト助成金申請表」等の書

類を提出。 
 

2.主管機関が審査する。  

3.資金を支給。 
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浙
江
省
寧
波
市 

特
許
助
成 

当
市
管
轄
内
の
企
業
等 

当市の国内授権を取

得した発明特許、実

用新案、及び国外・

地区の授権を取得し

た発明特許、実用新

案及び工業製品の意

匠 

1.国内授権発明の場合、1.2 万元/

件、実用新案の場合、助成 0.2 万

元/件を助成。 

2. アメリカ、日本、イギリス、

フランス、ドイツ、イタリア、ス

ペイン、ヨーロッパ特許局に授権

された発明の場合、6万元/件、実

用新案及び工業製品の意匠の場

合、2万元/件を助成。その他の国

家・地区に授権された発明の場

合、2万元/件、実用新案及び意匠

の場合、1万元/件を助成。   

1.所在地の県（市）区科

技行政管理部門に申請。 

2.「寧波市渉外特許助成

金申請表」等の書類を提

出。 

3.国外特許授権助成は、

所属の県（市）区科技行

政管理部門が意見を書き

込んでから市知識産権局

に提出。 
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10.福建省 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 申請プロセス 

福
建
省 

特
許
出
願
助
成
資
金 

第
一
特
許
権
者
の
本
省
に
あ
る
企
業 

1.国内発明特許の出

願費、文書印刷費、

維持費、審査費、登

録印刷費、印税、特

許権が授与された年

から三年間の年間

費。 

2.国内実用新案、意

匠授権後の出願費、

登録印刷費、印税、

授与後の年から三年

間の年間費。 

3.PCT 出願し、国際

段階の場合、助成を

取得。 

4.外国に特許が授権

の場合、助成を取得。

1.国内発明の特許出願及び

授権は、実費で助成。 

2.国内実用新案、意匠に関

する特許出願の場合、授権

された後、実際費用で助成。

3.PCT により国際出願し、国

際段階に入った場合、5000

元/件を助成。 

4.外国（地区）に特許出願

し、授権されたものに対し、

発明特許の場合 10000 元、

実用新案の場合 8000 元、意

匠特許の場合 6000 元を助

成。 

1.所在する地区クラスの市

知識産権局に助成金申請を

し、「福建省特許出願助成資

金申請表」等を提出。 

 

2.通常、地区クラスの市知

識産権局が初審査を行う。

 

3.省知識産権局が認可す

る。 
 

4.地区クラスの市知識産権

局が支給。 
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福
建
省
ア
モ
イ
市 

特
許
出
願
助
成
特
別
資
金 

当
市
の
企
業
等 

1.申請者が特許権利

者であること。 

2.国家知識産権局特

許局が受理した特許

出願、又は特許権が

授与された特許出願

に関する申請である

こと。 

3.特許権所属が明確

であること。 

1.国内発明特許を出願した

場合、1000 元/件、発明特許

が授権の場合、5000 元/件を

助成。 

2.国内実用新案が授権され

た事業者に対し、600 元/件

を助成。 

3.特許協力条約により特許

国際出願の場合、5000 元/

件を助成； 

4.アメリカ、日本及びヨー

ロッパ諸国に発明特許授権

を取得の場合、50000 元/件、

その他の国家の発明特許授

権を取得した場合、20000 元

/件を助成。同一特許が 2つ

以上の先進国の発明特許授

権を取得した場合、70000 元

の助成を上限とし、２つ以

上の他国の授権を取得の場

合は、30000 元の助成を上限

とする。 

1.国家知識産権局に特許出

願関連費用を納付した６か

月以内に助成金申請をし、

国外特許授権を取得した場

合は、授権証を受領した６

か月以内に助成金申請をす

ること。 

2.「アモイ市特許出願助成

特別資金申請表」又は「ア

モイ市 PCT 国際出願助成特

別資金申請表」等の書類を

提出。 

3.年中特許出願資金の申請

を受理し、毎年の 4月と 10

月に認可を行う。 

4.市知識産権局は資格審

査、形式審査及び内容審査

を行い、評議審査意見を提

出。 

5.市知識産権局事務会議は

認可。 

42   中国の知的財産における助成·奨励政策   



                                                       

11.広東省 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 

助成

範囲
助成額度 申請プロセス 

広
東
省 

国
外
特
許
出
願
助
成 

省
内
企
業
等 

発
明
、
実
用
新
案
、
意
匠 

1.授権されたアメリカ、日本及びヨーロ

ッパ諸国の発明特許の場合、3 万元/件、

その他の国家の発明特許の場合、2 万元/

件を助成。 

授権された国外の実用新案、工業製品意

匠の場合、5000 元/件を助成。（上記助成

は２か国・地区に限る）。 

 2.授権された香港標準特許の場合、2000

元/件、授権されたマカオ発明特許の場

合、1000 元/件を助成。 

1.毎年の 10 月 31 日までに現

地の市知識産権局に申請。 

2.「広東省知識産権局・財政

庁国（海）外特許出願助成金

申請表」等の書類を提出。 

3.下部知識産権局が審査して

省知識産権局に認可させる。 

4.省知識産権局が認可し、支

給を支給。 
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広
東
省
広
州
市 

発
明
特
許
助
成 

第
一
出
願
者
が
当
市
の
登
録
企
業
等
で
あ
る 

特
許
の
出
願
、
維
持
費
用 

1.国内発明特許の場合、出願費を 1,000

元/件、審査費を 2,500 元/件助成。授権

の場合、4,200 元/件助成。国家知識産権

局から 70%の費用を減額・支払延期され

た場合、出願費を 350 元/件、審査費を 750

元/件助成。授権の場合、2,200 元/件助成。

国家知識産権局から 85%の費用を減額・

支払延期の場合、出願費を 200 元/件、審

査費を4000元/件助成。授権の場合、2,000

元/件助成。  

香港・マカオ・台湾の発明特許を出願

し、授権の場合、5,000 元/件助成。  

 
2.国内実用新案を出願し、授権の場合、

600 元/件助成。  

 
3.国内意匠権を出願し、授権の場合、400

元/件助成。  

 

4. 業者が PCT により出願する場合、

10,000 元/件等を助成。  

5.アメリカ、日本、EU の発明特許を出願

し、授権の場合、40,000 元/件、その他の

国の発明特許を出願の場合、集成回路配

置設計及びソフトウエア登記費用を助成

後、10,000 元/件助成し、上記は２か国へ

の出願に限る。 

 

1.インターネットで申請する

方式で、「広州市助成特許出願

表」等の書類を提出。 

 
2.特許出願・実際審査・授権

日から 6 か月以内申請書類を

提出。 

 
3.市知識産権局が最終審査を

行う。 

 

4.銀行振込の形で助成金を支

給し、インターネットか・シ

ョートメッセージで通知。 
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広
東
省
深
圳
市 

特
許
出
願
助
成 

条
件
を
満
た
し
た
当
市
の
企
業
等 

国
内
外
に
発
明
特
許
を
出
願
し
た
費
用
、
及
びP

CT

に
よ
り
国
際
出
願
を
し
た
費
用 

1.国内発明特許 

a.申請者が実体審査を請求し、関係費用

を納付した場合、2200 元/件を助成（但し、

国家知識産権局特許局に認可され、費用

が減額・支払延期された場合、助成枠内

で特許出願費及び審査費を実費で助成）。

b.特許証書を取得した場合、2000 元/件を

助成し、深圳特許代理サービス機構に委

託した場合、1800 元/件を追加助成。 

 
2.国外発明特許 

特許証書を取得した場合、国により２ラ

ンクに分けて一次助成をする（1件につき

２か国の助成に限る）。 

a.欧米、日本等の国で取得した発明特許

に対し、50000 元/件を助成。 

b.特許認可機構を設置したその他の国家

・地区地域で取得した発明特許に対し、

30000 元/件を助成。 

c.香港・台湾地区で発明特許を出願した

場合、国内発明特許出願助成基準に準ず

る。 

d. PCT による出願に対する助成：PCT 規

則により国際特許出願をした特許プロジ

ェクトで、審査により助成条件を満たし

ている場合は、業者が出願したものに対

し、最高 10000 元/件、個人出願に、最高

6000 元/件を補助。 

 

1.所定期間内に市知識産権局

に「深圳市知的財産権特別資

金プロジェクト申請書」等の

相応する書類を提出。 

 
2.市知識産権局は申請報告及

び関連書類を受領した後、10

営業日以内に審査する。 

 3.特許助成経費を受領。 

 

 注：広東省は、また「広東省知識産権局発明特許出願助成管理方法」を制定し、当該省の特許助成

政策に対し原則的な規定をした。 
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12.広西壮族自治区 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 

助成奨

励範囲 
助成奨励基準 申請プロセス 

広
西
壮
族
自
治
区 

特
許
出
願
助
成
及
び
奨
励 

区
内
に
あ
る
特
許
権
者
の
企
業
等 

規
定
に
適
合
す
る
国
内
特
許
出
願
の
申
請
費
、 

一
部
の
実
体
審
査
費
・
特
許
代
理
費
（
特
許
出
願
付
加
費
を
含
ま
な
い
）
及
び
規
定
に
適
合
す
る
奨
励
範
囲 

1.助成 

a.国内特許出願費及び実体審査費。業者が出願

する場合は、その申請費及び実体審査費は、「特

許費用減額・支払延長方法」の規定により減

額・支払延長した後、実費で助成。減額・支払

延長条件を満たさず減額・支払延長できない場

合は、出願費は、実費で助成。実体審査費は、

1300 元/件を助成。 

b.国内特許の出願を特許代理機構に委託し、国

家知識産権局特許局南寧代理処を通じて提出

する場合は、発明特許出願に対し、代理費を

1000 元/件、実用新案出願の代理費を 500 元/

件、意匠特許出願の代理費を 300 元/件助成。

 
2.奨励 

a.国内発明特許の場合は、単位に 2000 元/件を

奨励。 

b.外国発明特許授権を取得した場合は、5000

元/件を奨励する。同一特許に対する奨励は１

回に限る。 

c.中国特許賞金メダルを取得したプロジェク

トに対し、30000 元/件を奨励し、中国特許奨優

秀賞を取得したプロジェクトに対し、10000 元/

件を奨励。 

d.企業等の発明特許出願数及び発明、実用新

案、意匠この３つの特許出願総数が全区でトッ

プ 3 である場合は、それぞれ 10000 元、8000

元、6000 元を奨励。 

 

1.「広西壮族自治区特

許出願費用助成金申請

表」又は「広西壮族自

治区発明特許授権奨励

申請表」等の書類を提

出。 

 
2.区知識産権局が受理

・認可。 

 
3.助成奨励金受領手続

きを行う。 
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13.海南省 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 申請プロセス 

海
南
省 

特
許
出
願
助
成 

省
内
企
業
等 

市場応用ポテンシ

ャルがあり、当該省

の産業政策に適合

する特許 

PCT により出願する

特許、国（海）外の

発明及び実用新案 

1.国内申請：特許出願から授権

まで実際納付の金額で定める

が、発明は 3000 元/件、実用新

案は 1000 元/件を超えない。 

2.国外申請： 

発明特許出願は 10000 元/件、

実用新案は 5000 元/件を一時

助成。 

1.特許が授権された日

から 6か月以内に申請。

2.「海南省特許助成金申

請表」等の書類を提出。

3.省知識産権局は審査

し、15 営業日以内に申請

者に通知。 

4.助成金を支給。 

 

14.陝西省 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

陝
西
省 

特
許
出
願
特
別
資
金 

省
内
企
業
等 

1.特許出願費 

2.発明特許実   

質審査費及び至急

審査費 

3.特許出願代理費 

4.特許権が授与さ

れた国、省部レベル

の研究計画プロジ

ェクトの特許年間

費（授権後三年間）

1.国内特許出願 

a.1 件につき、発明特許出願費の助成

は 1000 元、実用新案、意匠の助成は

500 元を超えない。 

b.発明特許の実体審査費の助成は

2500 元、至急審査費の助成は 1400 元

を超えない。 

c.特許出願代理費の場合、発明特許は

2000 元/件、実用新案は 1500 元/件、

意匠は 1000 元/件を超えない。 

d.年間費は、実際に発生した金額で助

成する。 

2.国外特許出願助成 

a. PCT による場合は、一部の特許出

願費及び代理費を助成する。即ち、2-5

万元/件を助成する。 

b.特許出願費及び特許代理費で、実際

に発生した額が助成基準より低い場

合は、実際に発生した金額で助成す

る。 

1.「陝西省特許出

願特別資金助成金

申請表」等の書類

を提出。 

2.省知識産権局が

初審査をする。 

3.省知的財産権協

調指導者グループ

事務室が認定す

る。 

4.通知した日から

2 か月以内に資金

を支給。 
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15.山西省 

 

地

域 

設

置 
助成対象 助成範囲 助成基準 プロセス 

山
西
省 

省
レ
ベ
ル
の
特
許
出
願
助
成
資
金 

省内企業で、申

請日までの 1

年以内にすで

に国家知識産

権局に出願し、

国家知識産権

局から特許出

願費、実体審査

費を減額・支

払延期された

特許、又は外国

に出願し、特許

出願経費に確

かに困難のあ

る特許等 

申請費、実体審

査費、特許出願

代理費及びそ

の他の特許出

願の関係費用 

1.特許出願代理費：発明特許

の場合、1200 元/件、実用新

案の場合、800 元/件、意匠特

許の場合、500 元/件を超えな

い。実際に納付した費用がこ

の基準より低い場合は、実際

に納付した金額で助成する。

2.外国特許を出願する場合、

1～3万元/件を助成する。 

 

1.毎年の 10 月は特許

出願助成プロジェク

ト申請期間である。 
 

2.山西省特許出願助

成金申請表」等の書類

を提出。 

 

16.内蒙古自治区 

 

地

域 

設

置 
助成対象 助成範囲 助成基準 プロセス 

内
蒙
古
自
治
区 

発
明
特
許
費
用
助
成 

中国発明特許

を出願した区

内の企業等 

発明特許出願

費、実体審査

費、出願代理費

 

申請助成業者及び個人は、

特許出願の段階により、相

応する出願助成方式を選

択し、一時助成を取得する

ものとする。 

1.所在の盟市特許管理

部門に「内モンゴル自治

区発明特許費用助成金

申請表」等の書類を提

出。  

 
2.自治区科技庁が認可

し、助成資金を支給。 
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17.黒龍江省 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

黒
龍
江
省
ハ
ル
ピ
ン
市 

特
許
出
願
助
成 

第
一
出
願
者
が
ハ
ル
ピ
ン
に
あ
る
企
業
で
あ
る
等 

1.中国特許出願： 

発明特許の出願費、

代理費、実際審査費。

実用新案、意匠の出

願費、代理費 

2.国外特許出願： 

発明特許、実用新案、

工業製品意匠の出願

費、代理費 

1.中国特許出願発明特許は 1000

元/件、実用新案は 500 元/件、意

匠特許は 500 元/件を助成。実際に

納付した費用が上記基準より低い

場合は、実際に納付した金額で助

成する。特許出願費が減額・支払

延長された場合、減額・支払延長

された後、特許出願者が実際に納

付した特許出願費で助成。 

2.外国特許出願：発明特許は20000

元/件、実用新案及び工業製品意匠

は 5000 元/件を助成する。1 件に

つき 1 か国への出願を助成する

(特別な場合は、３か国を超えな

い)。同一技術案の場合は、1回だ

け助成。 

3.同一業者に対し、当年度の助成

最高金額は 20 万元を超えない等。 

1.特許出願した日か

ら一年以内に提出。 

2.「ハルピン市特許

出願補助資金申請

表」、「ハルピン市国

外特許助成金申請

表」等の書類を提出。

3.ハルピン市知識産

権局は評議審査をす

る。 

4.助成金を支給。 

 

18.吉林省 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 
助成範囲及基準 プロセス 

吉
林
省
長
春
市 

特
許
助
成
資
金 

市
内
の
企
業
等 

1.発明特許は 2000 元/件、実用新案は 1000 元/件、意

匠特許は 300 元/件を助成。 

2.国外特許の場合、国外特許授権を取得した年に、1

万元/件を助成。 

1.市知識産権局に申請

し、書類を提出。 

2.長春市知識産権局は、

申請書類の審査・認可

及び資金支給を行う。 
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19.河南省 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 

助成範囲 助成基準 プロセス 

河
南
省 

特
許
出
願
助
成
資
金 

省
内
企
業
等
、
国
内
職
務
発
明
特
許
を
出
願
し
た
者 

発明特許出願費、発

明特許出願審査費、

発明特許出願維持

費、発明特許出願代

理費 

1.発明特許出願代理費の助成

額は、300 元/件、その他の費

用は、実際発生額の 50%を下回

らない比率で助成。 

2.特許出願助成は 2 回に分か

る。1回目は特許を出願する時

であり、発明特許出願費、発明

特許出願審査費、発明特許出願

代理費を助成。 

2 回目は、特許権が授与された

時であり、発明特許出願維持費

を助成。 

 

1.「河南省特許出願助成

金申請表」等の書類を提

出。 

2.市レベルの特許業務

管理部門は、当該地域の

発明特許出願助成金申

請を受理し、審査した

後、毎月の 20--25 日に

省知識産権局に提出し

て認可。 

3.省知識産権局は認可。

4.助成金受領手続きを

行う。 

 

20.安徽省 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

安
徽
省 

特
許
出
願
費
用
助
成 

省
内
企
業
等 

1.発明特許出願費

用 

2.国外特許出願費

用 

1.中国発明特許出願費用は

3000 元/件を助成する。 
 

2.国外特許出願費用は、１か国

につき、1000O 元/件を一時助

成する(最多 2か国)。 

1.特許を取得した6か月

以内に所在地にある市

レベルの特許主管部門

に「安徽省特許出願費用

助成金申請表」等の書類

を提出。 

2.各市レベルの特許主

管部門は審査し、まとめ

て省特許管理局に提出。

3.省特許管理局は、認可

し、補助費用の実際金額

で各市レベルの特許主

管部門に割り当てて助

成金を支給。 
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21.江西省 

 

地

域 

設

置 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

江
西
省
南
昌
市 

特
許
出
願
助
成
特
別
資
金 

市
内
企
業
等 

1.市「特許モデル企業」、「技

術モデル企業」技術的要素の

高い特許の出願費、特許出願

代理費及びその他の特許出

願関連費用。 

2.市知識産権局に認可され

た発明、実用新案申請及び一

部の意匠特許の出願費、特許

出願代理費及びその他の特

許出願関連費用。 

特許出願資金の助成

金額は、発明の場合、

1200 元/件、実用新

案の場合、1000 元/

件、意匠の場合、800

元/件を超えない。実

際に納付した金額が

この基準より低い場

合は、実際に納付し

た金額で助成。 

1.市知識産権局に「南昌市

特許出願助成特別資金申

請表」等の書類を提出。 

2.市知識産権局は審査し、

助成金額を定めてから、支

給認可書類を発行し、助成

金を支給。 

 

22.湖南省 

 

地

域 

設

立 

助成金

対象 
助成金条件 助成金基準 プロセス 

湖
南
省 

特
許
出
願
助
成
金 

特
許
出
願
者
或
は
第
一
申
請
者
省
内
困
難
企
業
等 

1、国内特許既

に獲得； 

2、外国特許、

既に国際特許

組織或は関連

国家特許行政

部門授権； 

3、PCT 方式国外

特許出願、既に

国際段階に入

ること。 

国内発明、職務発明の助成金は 2000 元

/件、非職務発明の助成金は 1000 元/

件。 

国内実用新案、意匠、職務発明の助成

金は 400 元/件、非職務発明の助成金は

200 元/件。 

3、国外特許出願、助成金総額は 5万元

以下/件。 

a、PCT 国際出願段階の場合、特許出願

の助成金は 1 万元/件、国家段階に入

り、指定国家或は地域の数に応じて、

助成金が与えられ、国家或は地域毎に

助成金は 1万元以下； 

b、直接に国外特許出願の場合、出願国

家或は地域の数に応じて助成金が付与

され、一件特許出願、一つの国家或は

地域助成金は 1 万元以下、実際の発生

額は 1 万元以下、実際発生額の 50%で

助成金が付与。 

提供「湖南省特許出

願助成金申請表」等

書類。 

主管知識産権局審査

及び認可。 

助成金資金を付与。
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23．湖北省 

 

地

域 

設

立 
助成金対象 助成金基準 プロセス 

湖
北
省 

授
権
特
許
手
当
資
金 

1、 前年度内、授与された国

内発明特許の本省特許権

利者 

 
2、前年度内、授与された国

内実用新案、意匠権の本省企

業。 

 
3、前年度内、授与された外

国特許権の本省職務発明特

許権利者。 

本省各地方政府が本地域

の授権特許手当て策を制

定することを奨励。  

 
省の知識産権局が前年度

全省特許授権。 

 
資金状況に基づき、本年

度手当基準、プロジェク

ト予算を作成し、省財政

局が審議・認可。 

1、「湖北省授権特許手当て申

請表」等書類を提出。 

 
2、各市、州、直轄市の知識産

権局が本地域の申請状況をま

とめ、省の知識産権局に報告。

 
3、省の知識産権局審査の後、

年度助成状況を省の財政庁に

報告し、助成金が付与。 

 

4、各市、州、直轄市の知識産

権局が本地域手当申請を担当

し、一回目の申請書類を審議。

 

24.四川省 

 

地

域 

設

立 

助成金

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

四
川
省 

特
許
出
願
助
成
資
金 

省
内
企
業
等
（
第
一
申
請
者
を
基
準
と
す
る
） 

当該年度の発明特

許出願費、審査費

（出願費と同時に

納付すべき）、実用

新案出願費と渉外

特許出願関連費

用、及び指導者グ

ループの同意を得

たその他の関連特

許出願費用。 

 

1、職務発明申請費 200 元/件、

非職務発明申請費 100 元/件、

申請費及び実際審査費職務発

明1000元/件、非職務発明500

元/件。実用新案職務発明 100

元/件、非職務発明 50 元/件。

渉外申請 5000 元/件。 

2、同一会社が申請した助成資

金は、全年度累計した金额は

3 万元を越えてはならない。

同一重要な会社が申請した助

成資金は、全年度累計した助

成金额は 8 万元を超えてはな

らない。 

助成金申請は、当該申

請年度内に提出。 
 

「特許出願助成金申請

書」等書類を提出。 
 

省の知識産権局が 

助成金の審査と分配を

担当。 
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25.雲南省 

 

地

域 

設

立 

助成金

対象 
助成範囲 助成額度 プロセス 

雲
南
省 

特
許
出
願
費
用
と
年
金
助
成 

特
許
出
願
の
第
一
申
請
者
の
本
省
企
業
等 

1、特許出願費、実

体審査費、特許登録

費と授権当該年年

費。 

 
2、当年 1 月 1 日か

ら 12 月 31 日まで、

国内発明特許出願

は既に受理され、発

明、実用新案、意匠

権が授権され、国外

特許は既に授権さ

れ、関連費用を納

付。 

 
3、優先助成の規定。

1、特許出願と維持費用は国

家知識産権局の減免許可を

得られた場合：a.職務発明。

発明特許出願 270 元/一件、

授権された発明特許 1570 元

/一件、実用新案 530 元/一

件、意匠 380 元/一件。b.非

職務発明。発明特許出願 135

元/一件、授権された発明特

許 1060 元/一件、実用新案

365 元/一件、意匠 215 元/一

件 

 
2、特許出願と維持費用が国

家知識産権局の減免許可を

得られなかった場合、一件毎

の助成金額度は、実費の 50%

をこえない。 

 3、授権された国外特許に対

して、一回限りの助成を実施

し、同一特許助成額度は 3万

元を越えない。 

1、属地原則に基づき、雲

南省知識産権部門に「雲南

省特許出願費用と年費助

成金申請表」等の書類を提

出。 

 
2、知識産権部門が審議し、

認可。 

 
3、省知識産権局が審議許

可された項目を公告。 

 

4、助成経費分配。 

                                                       
   中国の知的財産における助成·奨励政策  53   



                                                          

26.甘粛省 

 

地

域 

設

立 

助成

対象 
助成範囲及び基準 プロセス 

甘
粛
省
蘭
州
市 

特
許
助
成
資
金 

 

市
内
企
業
等 

1、国内特許 

a、国家知識産権局が受理した発明特許、職務発

明特許を取得し、1200 元/件を越えない、非職務

発明特許は 1000 元/件を越えない；授権獲得後、

発明特許は再助成が可能、1000 元/件を越えな

い。 

国家知識産権局が受理し、実用新案を取得し、

600 元/件を越えない；意匠権を取得した場合、

300 元/件を超えない。 

香港、マカオと台湾地域特許を取得した場合、

国内申請特許助成基準に基づき、処理。 

b、実費は、上記金額に達しない場合、実費に基

づき、助成金を与え、一つの技術方案が一回限

りの助成金を与付与。 

 
2、国外特許（現在、アメリカ、日本、EU 等 WIPO

組織主要メンバーの発明特許のみが助成対象）。

a、

 
PCT 出願の場合、段階的に助成され、国際段

階に入り、受理された場合、5000 元/件を取

得する；授権された場合、更に 5000 元/件を

与え；他のルートで、発明特許を出願し、授

権後、10000 元/件を助成。 

 3、特許実施助成 

市知識産権局が専門家を招集し、審議し、報告

の上、審議許可後、重点的な助成を得る。 

 
4、単位（組織、会社）が（1 月 1 日乃至 12 月

31 日）特許出願 100 件以上（100 件を含む）の

場合、それに対し一括奨励を与え、奨励金は 1

万元/全件とする。 

1、特許出願に当たり、「蘭州

市特許費助成金申請審議表」

或「蘭州市国外特許費助成金

申請審議表」等書類を提出す

ること。 

 
2、特許出願の助成期限：国内

特許は、国家知識産権局が通

知書を受理した日から或は授

権通知書発行日から、三个月

内提出、国外発明特許は、当

該申請国の受理した通知書或

は授権通知書から六ヶ月之内

提出。 

 3、随時に助成資金を申請し、

集中して審議し、統一発行。

 
4、申請する企業は、「蘭州市

企業特許実施助成金申請書」

等書類を提供すること。申請

受理期限は毎年度の 9 月とす

る。 
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27.貴州省 

 

地

域 

設

立 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

貴
州
省 

特
許
出
願
助
成 

 

省
内
企
業
等 

1、国家知識産権局が授権した

発明、実用新案と意匠権； 

 
2、省政府が重点的に支持する

メイン産業、特殊優勢産業と

ハイ・テクノロジーなど重要

産業、及び農業産業化領域に

属する職務発明特許出願、特

許出願受理後、速やかに助成

される。各助成機構は、状況

に応じて、具体的な事前助成

範囲を制定し、かつ公告する；

 
3、国外及び香港、マカオ、台

湾地域に申請し、かつ、受理

された発明特許。 

1、職務発明特許の助成金額は

2400 元/件、非職務発明特許の助

成金額は 1800 元/件、実用新案と

意匠権の助成金額は 600 元/件； 

 
2、国外発明特許出願の助成金額

は、一つの国 10000 元/件、香港、

マカオ、台湾地域発明特許出願は

5000 元/件。同一件に対し、最大

に二つの国家或は地域の出願を

助成する； 

 
3、同一単位は国内特許当該年度

助成最高限度額、通常 10 万元を

越えない、同一権利者一般的に 1

万元を越えない。 

1、申請期限

内、「特許出

願 助 成金申

請表」等の書

類を提供。 

 
2、特許助成

機 構 が助成

金 申 請を受

理。 

 
3、助成金を

分配。 

 

28.寧夏回族自治区 

 

地

域 

設

立 

助成

対象 
助成範囲 

寧
夏
回
族
自
治
区 

特
許
助
成
資
金 

地
域
内
企
業
等 

1、県以上の政府が発明創造を促進、特許技術産業化を進めるべきである。 

 
2、県以上の政府が特許助成資金を設立し、企業などの発明創造活動、組織申請、

特許実施を促進することを助成すること。 

 
3、区政府が特許賞を設立し、ある程度創造性を具有し、及び経済或は社会公益

貢献がある特許項目に対し、奨励を与える。 

 

4、県以上の政府が発明創造、明らかに特許産業化を促進した単位（会社）など

に対し、奨励を与える。 
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29.青海省 

 

地

域 

設

立 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

青
海
省 

特
許
助
成
資
金 

国
内
国
外
特
許
出
願
の
特
許
出
願
人
企
業
等 

国内発明申請、実用新

案、意匠権の費用は、代

理費、申請費、審査費な

どを含む；企業・事業単

位（組織）が、特許技術、

商品を開発し、特許技術

の実施と移転促進費 

1、 国内特許出願最高助成額：発

明特許 3000 元/件；実用新案

2000 元/件；意匠権 1500 元/

件。 

2、 国外特許出願、授権後一括の

助成金として：発明特許は

8000 元以内/件；実用新案は

6000 元以内/件；意匠権は 5000

元以内/件。 

3、 国が既に受理の特許と授権

特許移転・応用助成の場合、

一括助成引導資金最高額は 50

万元/件。 

申請。 

 
審議。 

 
助成金分配。 

 

30.チベット自治区 

 

地

域 

設

立 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

チ

ベ

ッ

ト

自

治

区 

特

許

出

願

助

成

と

奨

励 

地
域
内
の
特
許
出
願
人
と
特
許
権
利
者 

特許出願助成は、出願

費、実体審査費と一部

特許代理費用を含む。

その他の規定。 

1、 国内特許出願の出願費と実

体審査費、会社が実際発生額に

応じて助成を受ける。 

2、 発明特許助成代理費 1000

元、実用新案、意匠権助成代理

費 500 元。 

3、特許授権奨励取得の場合： 

a、国外特許授権の場合、奨励

20000 元/件；b、国内発明特許授

権の場合、奨励 15000 元/件； 

c、国内実用新案授権を獲得の場

合、奨励 2000 元/件； 

d、国内国外意匠権授権を獲得し

た場合、奨励 1000 元/件。 

1、「チベット自治

区特許出願助成金

申請表」或は「チ

ベット自治区特許

授権奨励申請表」

を記入し、かつ、

所定の書類を提

供； 

2、区の知識産権局

が受理し、区の科

技庁が審議し、助

成金或は奨励条件

に該当する単位と

個人に助成金受領

通知書を発行； 

3、受領通知書指定

の時間、場所と要

求に従い、領収手

続きをとること。 
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31.新疆ウイグル自治区 

 

地

域 

設

立 

助成

対象 
助成範囲 助成基準 プロセス 

新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区 

特
許
出
願
助
成
資
金 

区
内
企
業
及
そ
の
他
の
条
件 

1、 国内特許出願費用と年費 

  

2、国際申請の費用。 

国家発展計画委員会、財政

部2000年12月29日に公布

した「国家計委、財政部が

特許費用標準を調整するこ

とに関する通知」（計价格

[2000]2441 号）の規定、に

基づき、適切に助成。  

1、 区の知識産権

局に「新疆ウイ

グル自治区知識

産権局特許出願

助 成 資 金 審 議

表」等の書類を

提供し、かつ申

請を提出。 

 2、
 
区の知的財産

庁が審議し、助

成項目と額度を

提出し、自治区

財政厅に報告し

確認。
 

 
  

3、申請人自己納付

関連特許費用後、

助成。  
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第三節  知的財産における助成・奨励金に対する分析 

 
  中国各地域知的財産特に特許助成制度の考察を通じて、以下のように分析する。 

 

 は、中国知的財産権の建設を促進し、各地域テクノロジー革新能力

に大きな役割を果すものと考えられる。中国大陸の三十一个省級 

 

  政府において、多数の省・直轄市にはその地域特徴に該当する特許助成・奨励政策が策定され、か

つ、詳細な助成・奨励政策を制定してきた。また、一部の省・直轄により指導方針が制定され、管轄

下の政府により更に詳細の助成・奨励政策が制定されている。 

 

二、中国特許助成・奨励政策は、全体のバランスがとれるような特徴が明らかになり、中国国家知的

財産権戦略が特許助成方面において一貫していることの表れであると考えられる。 

 
  地域を基準として、中国東部沿海地域経済基礎が比較的に良く、かつ、京津塘及び環渤海経済区、

長デルタ経済区、海峡西岸経済区、珠江デルタ経済区等の重要な経済地域があり、テクノロジーは比

較的に発達し、多数の革新人材が存在し、特許出願量は中国において重要な割合を占めている。例え

ば北京市、その発明特許量は全国では最高を更新し、北京市知的財産権産業は、市の経済総量におい

て重大な割合を占めている。明らかに、この面において、中国東部沿海地域知的財産権は更に活発に、

テクノロジー基礎、産業基礎は更に堅実になってきた。中国東北において、黑竜江省と吉林省は旧工

業基地として、一定の優遇な政策が与えられた。中国中部において、山西省、内モンゴル自治区、陕

西省は、極めて中国の重要な資源大省として、その政府も比較的に多くの知的財産権助成金を有して

いる。 

 

  中国中部の南部地域において、全体として比較的に発達している経済があり、武漢、長沙等の重要

な中部発達都市がある。中国西部において、沢山の未開拓資源だけではなく、成都、重慶等の西部の

大きな都会もあり、中国政府は、“西部大開発”政策を掲げ、西部に対して支援している。中国の中

西部において、発展の空間は更に大きく、それに応じて政府の支援も更に期待されている。 

 

三、各地域特許助成の実際操作について 

 

  本文の調査において、電話インタビュー等をし、中国の主要省区・市の特許助成政策の実務応用に

対して調査を行った。 

 

  例えば北京市の場合、北京代理所は国家知識産権局が北京市知識産権局において設立した特許業務

派出機構であり、市知識産権局が直接に管理し,住所は中関村テクノロジー地域にあり、北京行政区

域内の全部特許助成を代理して処理し、その中、北京市経済技術開発区で登録された企業の申請助成

金事項を含める。 

 
  北京市知識産権局は、北京代理所において特別に“助成窓口”を設立した。条件に該当する特許出

願者は、代理所に書類を提出し、かつ、費用を納付後、関連書類をもって、直接に「助成窓口」で特

許出願助成手続きを処理し、国内特許出願助成金を受領する。北京市の企業、事業単位が国外におい

て特許出願をする場合、関連書類をもって、国外特許出願助成金を受領できる。 

一、中国特許助成・奨励政策
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者を取り扱っているとのこである。 

 
  上海市において、上海市知識産権局が 2007 年 3 月 1 日から施行した「上海市特許費助成手続き」

は、特許費助成と専門助成を明確に定めた。 

 
  天津市において、知識産権局のスタッフは、外資企業の助成金申請者として認めると回答し、かつ、

企業は助成金申請者として認められる第一条件は、当該地域で登録されている企業であること。また、

本調査により、天津市関連助成・奨励金申請手続きの特徴は、市財政局、市科委、市知識産権局が

2001 年に制定した「天津市知的財産権専用基金管理暫定弁法」を根拠に処理し、その後、毎年度再

制定される具体的な年度特許出願助成方法に基づき、当該市の助成・奨励金申請を取り扱っているこ

とが明らかになった。 

 
  天津市知識産権局の担当スタッフの説明によると、天津市知識産権局が、毎年、天津市財政予算の

情况に基づき、助成方法を制定し、毎年の助成基準等を調整しているとのことである。このように、

天津市の特許助成・奨励政策に柔軟性がある点、十分に反映されている。 

 
  重慶市において、重慶知識産権局の某担当スタッフの説明によると、毎年、当該市から特許助成・

奨励金を助成しているとのことである。但し、担当スタッフ本人は、いまだに外資系企業による助成

又は奨励金の申請を受理したことがないと説明している。 

 
  中国における外資系企業も中国の企業であり、その地区の助成金条件に該当する外資系企業である

場合、現地のに於ける助成金・奨励金の条例、規定、弁法を理解のうえ十分に活用することを期待さ

れたい。 

 
  ここにおいて、ご留意いただきたいのは、山東省が中国経済の強い省でもある。2009 年 1 月 1 日

に施行した「山東省特許発展専用基金管理方法」が、外資及び外資の持分企業は助成金申請者として

除外されることを規定している。 

 
  即ち、山東省で登録された外資企業と外資の持分企業は助成・奨励金申請者（申請主体）とはなれ

ないとのことである。当該規定について、既に山東省知識産権局のスタッフに確認したところ、山東

省知識産権局は全省における助成金・奨励金の申請主体を、当該管理方法に基づき、厳しく審査して

いるとのことである。 

 
  なお、山東省において、青島市は特別な直轄市に当たり、青島市で登録された外資企業は上記助成

金主体に対する制限規定を受けず、青島市が制定した「青島市特許専用基金管理暫定規定」により特

許助成・奨励専用基金を設立し、知的財産、特に特許出願等に対して助成・奨励をしている。 

 
  2007 年 12 月 28 日、広東省知識産権局により制定された「広東省知識産権局発明特許出願助成管

理方法」は、広東省発明特許助成政策に関して、原則性的な規定のみを制定した。広東省知識産権局

の担当スタッフに電話インタビューしたところ、広東省各級各地方政府知識産権部門はそれぞれ詳細

な特許助成・奨励政策を制定し、外資系企業の助成金・奨励金の申請も歓迎しているとの回答が得ら

れた。 

 
  その他の地域の助成・奨励政策に関し、各地における知識産権機構の担当スタッフの説明によると、
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処理規範・及びそのプロセスを既に政府の公開業務内容として政府機構の設立した WEBSITE にて確認

できるとのことである。なお、本調査の本章第二節において、日系企業が多く進出している省及び地

域をメインに、助成・奨励政策を事例も挙げて詳しく説明した。 
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第四章 中国知的財産の助成・奨励金政策における日系企業の位置づけ 

 
第一節 日系企業は中国の知的財産の助成・奨励政策を享受できるか 
 
日本の投資家が中国経済発展にいて、大きな役割を果たしてきた。特に、21 世紀に入ってから、

中国 WTO 及び TRIPS に加盟することにより、中国投資のソフト及びハード面に於ける環境が改善され

てきた。 

 
ここで注目したいのは、2001 年以降、中国における日本の投資家の数が急増し、投資ブームとな

っている。リーマン破たん後、中国の沿岸部の労働集約型の企業は大量に破産に瀕したが、技術集約

型の企業は逆に企業利益を伸ばしてきた。 

 
この中に、日系企業も含まれ、その多くの技術密集型企業は企業利益を逆に上げてきた。中国も知

財立国を掲げ、先端技術を有する外資企業を積極的に誘致している。日本の投資家も中国に先端な技

術を導入し、中国が有していない技術を導入し、中国ハイ・テクノロジーの進歩と知的財産権発展を

を促進した。 

 
中日間の頻繁な経済往来により中日両国の友誼と発展は促進され、中日経済協力が日々に深まって

きた。また、中国は継続的に法規を改善し、投資環境を合理化してきており、日本の企業は中国の関

連の法律・政策を理解し、ときには投資先の優遇政策をうまく活用することにより、コストダウンを

図れることができると考えられる。 

 
外商投資の面において、中国により「中華人民共和国中外合作経営企業法」、「中華人民共和国中外

合資経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」及それぞれの実施細則等が制定されている。2010

年 2 月 12 日に、中国国家工商行政管理総局により「外商投資パートナー企業登録管理規定」が制定

された。外国企業或は個人がパートナー方式の企業設立等の中国での投資を認めるようになった。当

該規定は、2010 年 3 月 1日から施行されている。 

 
当該規定により、中国は外商投資増加を拡大する一方、外資企業に対し十分な国民待遇を享受させ、

中国経済の活発化及び国際経済の発展に貢献することを図っている。 

 
中国法律や関連規定に基づき、外資企業が中国で会社とパートナー制企業を設立し、即ち、中国の

法人（企業）となり、中国法律の保護を受けるだけではなく、外商の中国における関連投資待遇政策

を享受できる。また、第三回目の「中華人民共和国特許法」及その実施細則等知的財産権法律規定の

改正が行われ施行された。これにより、知的財産、特に特許の権利保護も、一層強化されることが期

待されている。 

 
本調査には、中国国家及び各地域特許助成・奨励政策を言及するが、基本的には外資企業が助成・

奨励金申請者として申請することに対して、制限的な規定を設けていない（現在、山東省を除く）。 

 
日系企業は中国で其の他の国内企業及び外資企業と平等の地位を与えられている。そのため、日系

企業は中国の企業、其の他の外資企業と平等に、その地域の特許助成・奨励政策に基づき、知的財産

権に関する助成金・奨励金の申請権利を享受することができると考えられる。 
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第二節 日系中小企業は中国中小企業等待遇を享受できるか 

 
   「中華人民共和国中小企業促進法」は 2003 年 1 月 1日から施行された。その趣旨は、中国中小企

業経営環境を改善し、中小企業健康発展を促進することにある。「中華人民共和国中小企業促進法」

において、中小企業とは、中華人民共和国国内で法律に基づき、社会の需要を満たし、就職機会を増

加し、国家産業政策に該当し、生産経営規模は中小型の各種所有制と各種形式の企業を明確にしてい

る。そのため、日系中小企業は中国で中国中小企業の促進優遇政策を享受できることが考えられる。 

 
まず、中国の法律は既に、中小企業及その出資者の合法投資、また、投資により獲得した合法的な

利益を国が保護し、いかなる機構と個人は、中小企業の財産と合法収益を損害してけならないことを

明確化にしている。 

 
次に、中国の行政管理部門が中小企業の合法的な権益を保護すべき、法律により、中小企業の公平

競争と公平取引の権利を保護し、無差別的な取扱いを整備してきた。2008 年の中国独占法の施行に

より、8年にわたり制定された当該法は中国の経済憲法と言われ、社会公益の保護、公平な競争、市

場支配地位を持つ事業者の市場支配地位の濫用防止を規定している。これにより、中小企業の権益の

保護をも図ろうとしている。 

 
中央財政予算は、中小企業発展用資金を充て、地方政府も実際の情況に従い、中小企業のために財

政をサポートする。 

 
また、中国が中小企業技術革新、ハイ・テクノロジーの移転、企業技術の孵化、商品品質の向上を

促進することを奨励してきた。国家が中小企業と研究機構、総合大学、単科大学との技術合作展開、

開発と交流、ハイ・テクノロジー成果の産業化に対する促進、ハイ・テクノロジー中小企業の積極的

な発展を奨励している。 
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第五章  関連重要文件 

 
一、 国外特許出願助成専用基金管理暫定弁法（2009 年 8 月 28 日施行） 

 
第一章   総則 

 
第一条   国務院が国家知的財産権戦略の要求を実施することに関することに基づき、国内申請者

が積極的に国外へ特許を出願することを支持し、「自主と貿易に関する知識産権保護協定」

の成果を保護し、中央財政が特許出願を助成する専用助成基金(以下専用基金という)を設

立する。専用基金を管理することを強め、基金使用の効率化を向上するため、本暫定弁法

を制定する。 

 
第二条 専用基金の分配は誠実申請、公正受理、科学審議、一部助成の原則を守る。 

 
第三条   本暫定弁法の、「国内申請者」とは国家法律法規規定に該当する国内中小企業、政府系の

会社と科学研究機構だけをいう。「国外への特許出願」とは特許合作条約(PCT)を経由して

提出し、国家知識産権局の受理局が受理した特許出願をいう。 

 
第二章   助成範囲と標準 

 
第四条 国外への特許出願専用基金助成を申請するには、下記の何れかに該当するものとする： 

(一) わが国の産業優勢を発揮し、国際競争力を備える； 

(二) 国際市場開拓或は国際市場シェアを拡大する； 

(三) 特許技術商品は、国際市場において品質がよく、将来性がある； 

(四) わが国の優勢を有する企業が、コアの技術保有に資する； 

(五) パテントプールの構築が有望で、国際技術標準制定に参加する； 

(六) 国家知的財産権戦略の需要の方向誘導に符合し、自主的な革新能力の向上に資す  

る。 

第五条   専用基金は国外特許出願において、重点的に保護類型がわが国発明特許と同様の特許出

願を助成する。重大な革新がある項目を除き、一件の特許には、最多に 5 カ国(地域)へ申

請することを支援し、助成金額は一つの国(地域)1O 万元を超えない。 

 

第六条   専用基金は主に、国内出願者が、国外へ特許を出願する際に、出願段階での関連特許審

査機構へ納付する費用と、授権された特許権の当該年から、３年内における官費、特許検

索機構へ支払いの検索費用、及び代理機構への代理費用等の助成に用いられる。 

 

 

第七条   中央財政関連科学技術研究開発資金及び国外への特許出願を支援の地方財政関連資金を

受けた場合、助成を重複申請してはならない。 

 

第三章   資金申し出、審議及び分配 

 
第八条 第財政部は国家知識産権局と共に、毎年の年初、年度申し出指針を公布する。 
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第九条 専用基金を申請の単位は、以下の書類を提出すること：  

(一) 「国外へ特許出願を助成する専用基金申請表」(フォーマットは添付表を参考)； 

(二) 企業営業許可書、或は政府系機構及び科学研究院所法人資格証書； 

(三) 特許出願受理通知書或は特許授権証書； 

(四) PCT 出願の国際検索報告等； 

(五) 特許審査機構、国内特許代理機構、特許検索機構が発行した領収書などの有効納付

証憑： 

(六) 特許出願書類(中国語)、及び専用基金を申請した単位が提出の必要がある例えば評 

価報告、関連協議或は契約等その他の書類。 

 上述書類、(一)、(四)、(六)を除くその他の書類には、コピーを提出すると共に公印を押すこと。 

 
第十条   中央機構が、国家知識産権局を通じて、財政部に申請を提出する。地方機構が省の知識

産権部門を通じて、省の財政部門へ申請を提出する。省の財政部が、各省の申請項目を審

議・整理後、毎年 9 月 lO 日前に財政部に報告する。受理項目の技術支持書類を各省の知

識産権部門により確認・照合してから、国家知識産権局に提出する。 

 

第十一条   国内申請者の毎年の申請期限は 8月 15 日までとする。 

前年の 7 月 1 日から当年の 6 月 30 日まで国外へ特許出願を提出した場合、当年の専

用基金助成を申請することができる。 

 
第十二条   財政部は国家知識産権局と共に、専門家を招集の上、申請項目を審議。審議管理費用

は、専用基金の中から支出され、専用基金額度の３％を超えない範囲で処理する。 

 

第十三条   審議結果と当年専用基金財政予算計画に基づき、財政部が助成項目予算を通知する。 

専用基金の分配は、財政国庫管理制度の関連規定により執行される。 

 

第十四条   省の財政部門は財政部からの専用基金を受けてから、速やかに全額で専用基金を関連

の申請単位に分配する。 

 

第四章   資金監督と検査 

 
第十五条  申請単位は、真実な書類と関連証憑を提供しなければならない。偽わりの申請・虚偽

の領収等の手段をもって財政資金を騙し取った場合、事実を調査の上、全額で助成資金

を回収しなければならない。また同時に、今後の申請資格を取り消す。 

 

第十六条   国家知識産権局と地方財政部門が、項目執行状況と専用基金使用状況に対する監督検

査を強化しなければならない。財政規律に違反した行為については、「財政違反行為処

罰処分条例」(国務院令第 427 号)等の関連規定に基づき、処理する。 

 

第五章   附則 

 
第十七条  本暫定弁法は公布した日から施行される。     
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二、中華人民共和国中小企業促進法 

 
第一章 

 
第一条   中小企業の経営環境を改善し、中小企業の健康な発展を促進し、就業機会を拡大し、中

小企業の国民経済と社会発展中の重要な作用を発揮するため、本法を制定する。 

 

第二条   本法で中小企業とは、中華人民共和国国内で法律に基づき、社会需要満足のために設立

し、就業増加させ、国家産業政策に合致し、生産経営規模は中小型の各種所有制と各種形

式の企業をいう。 

中小企業の画定基準は、企業部門を担当する国務院の部門により、企業従業員人数、セ

ールス額、資産総額などの指標に基づき、業界特徴に合わせの上、制定し、国務院に申告

し許認可を得る。 

 
第三条   国家が中小企業にたいして、積極的な助成を実施し、指導を強化し、サービスを改善し、

法律により、権益を規範し保障する方針のもと、中小企業創立と発展のために、良い環境

を整える。 

 

第四条   国務院が責任を負い、中小企業政策を制定し、全国中小企業の発展に対し統括な計画を

する。 

国務院の企業担当部門が、国家中小企業政策と計画を組織のうえ実施し、全国中小企業

業務に対して総合協調、指導とサービスとを進める。 

国務院関連部門が国家中小企業政策と統括計画に基づき、各自職責範囲内で、中小企業

に対して指導とサービスをする。 

県レベル以上の地方各級人民政府及びその所属の企業担当部門とその他の関連部門が

各自の職責範囲内において、本行政区域内の中小企業に対して指導とサービスをする。 

 
第五条   国務院の企業担当部門は国家産業政策に基づき、中小企業特徴と発展状況に照らし、中

小企業産業発展指導目録などを策定し、助成の重点を確定し、中小企業の発展を誘導し、

奨励する。 

 

第六条   国家が中小企業及びその出資者の合法的な投資、投資により取得した合法収益を保護す

る。いかなる単位と個人は中小企業財産及びその合法的な収益を侵害してはならない。 

いかなる単位は、法律、法規に違反し、中小企業からお金を取ったり、罰金したりして

はならない。中小企業は上記規定に違反した行為に対して、拒絶し、通報し、または、告

訴する権利を有する。 

 
第七条   行政管理部門は中小企業の合法的な権益を保護し、中小企業の公平競争と公平取引に参

加する権利を保護し、差別な、条件つきの取引を強制してはならない。 

 

第八条   中小企業は、国家労働安全、職業衛生、社会保障、資源環境、品質、財政歳入、金融等

の法律、法規を遵守し、合法てきな経営管理をしなければならず、従業員の合法権益、社

会公共利益を侵害してはならない。 
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第九条 中小企業は、職業道徳、誠実信用原則を遵守し、業務スキルを向上させように努力し、 

自己の発展能力を高めなければならない。 

 

第二章   資金支持 

 
第十条   中央財政予算は中小企業科目を設立し、中小企業を発展させるための専用基金を計画

し、助成をする。 

 地方人民政府は実際の情況に基づき、中小企業に、財政支援を提供する。 

 

第十一条   国家が助成する中小企業発展専用基金は、中小企業サービス体制建設を促進し、中

小企業支援事業を行い、中小企業発展基金を補強し、中小企業発展のそのたの事項を

助成する。 

 

第十二条  国家が中小企業発展基金を設立する。中小企業発展基金は以下の資金からなる： 

（一） 中央財政予算計画の中小企業発展を助成する専用基金； 

（二） 基金収益； 

（三） 寄贈； 

（四） その他の資金。 

 国家が歳入政策を通じて、中小企業発展基金の寄贈を奨励する。 

 
第十三条 国家の中小企業発展基金は以下の中小企業の事項を助成する： 

（一） 創業指導とサービス； 

（二） 中小企業信用担保体制建設の助成； 

（三） 技術革新への支援； 

（四） 専業化への発展及び大企業との協力を奨励； 

（五） 中小企業サービス機構が展開する人材研修、情報コンサルティング等の事業を 

支援する； 

（六） 中小企業の国際市場開拓を助成する； 

（七） 中小企業の実施するグリーンな生産を助成する； 

（八） その他のプロジェクト。 

中小企業発展基金の設立及び使用管理弁法は国務院にて別途規定する。 

 
第十四条   中国人民銀行は信用貸付政策の指導を強化し、中小企業の融資環境を改善しなけれ

ばならない。 

中国人民銀行は中小金融機構への支持度を強化し、商業銀行が貸付構造を調整し、

中小企業への貸付支援を拡大することを奨励しなければならない。 

 
第十五条   各金融機構は中小企業に対して金融支援を提供し、金融業務の強化に努め、サービ

ス流儀を好転させ、サービス意識を増強し、サービスの品質を高めなければならない。 

各商業銀行及び信用組合は貸付管理を改善し、サービス領域を拡大し、中小企業に

適する金融製品を開発し、貸付の構成を調整し、中小企業に貸付、決算、財務諮問、

投資管理等のサービスを提供しなければならない。 

国家政策機能の金融機構は当該業務経営範囲内で、多様な形式を採用し、中小企業

に金融サービスを提供しなければならない。 
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第十六条   国は中小企業の直接融資ルートを開拓し、中小企業に良き環境を創造し、法律及び行

政法規の範囲内で各種方式の直接融資を提供しなければならない。 

 

第十七条   国は税収政策などを通じて各合法的なベンチャーキャピタルの中小企業に対する投資

増加を奨励する。 

 

第十八条   国は中小企業の信用制度建設を推進し、信用情報の収集及び評価システムを確立し、

中小企業の信用情報の調査、交流及び共有を実現しなければならない。 

 

第十九条   県以上の人民政府及び関係部門は中小企業の信用担保システムの組織と確立、及び中

小企業への信用担保を推進し、中小企業への融資環境を実現しなければならない。 

中小企業信用担保管理弁法は国務院にて別途規定する。 

 
第二十条  国は中小企業への各種担保機構の信用担保の提供を奨励する。 

 

第二十一条 国は中小企業の合法的に展開される各種形式の共済的融資担保を奨励する。 

 

第三章 創業支援 

 
第二十二条   政府関係部門は積極的に良い条件を創造し、必要かつ相応な情報及びコンサルティ

ングを提供し、都市と農村建設の企画において、中小企業の発展の需要に応じて、合

理的に必要な場所及び施設を配置する等、中小企業の創業をサポートしなければなら

ない。 

失業人員、身体障害者が中小企業を創業する場合、所在地政府は積極的に支援し、

便宜を提供し、指導を強化しなれればならない。 

政府関係部門は積極的な措置を講じ、中小企業の大学・専門学校卒業生の受入れを

誘導しなければならない。 

 
第二十三条 国は税収政策の面で中小企業の創業と発展を支援しなければならない。 

 

第二十四条   国は失業人員が創業した中小企業、その年に失業人員の吸収比率は規定に達した中

小企業、国の支持及び奨励発展政策に符合するハイテク中小企業、少数民族地域また

は貧困地域出創業の中小企業、並びに身体不自由者の配置比率が国の規定比率に達し

た中小企業等に対して、一定期間内において所得税の減免税優遇政策を実施する。 

 

第二十五条   地方人民政府は実際状況に応じて、創業者に対して工商、財政、税金、融資、労働

雇用、社会保障などの面で政策諮問及び情報サービスを提供しなければならない。 

 

第二十六条   企業登録機関は法定条件及び法定手順に基づき中小企業の設立登録手続きをし、仕

事の効率を高め、登録者に便利条件を提供しなければならない。法律、行政法則規定

以外に企業設置の前提条件を設けたり、法律、行政法規規定以外に料金を徴収したり

としてはならない。 
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第二十七条   国は中小企業が外資政策を利用して国外資金、先進技術及び管理経験を導入し、中

外合資、中外合作経営企業の創設を奨励する。 

第二十八条   国は個人及び法人が法律に基づき工業財産権、又は非特許技術などの投資参入方式

で中小企業の創業にかかわることを奨励する。 

 

第四章 技術革新 

 
第二十九条   国は政策を制定し、中小企業が市場の需要に応じて新製品を開発し、先進技術、製

造技術及び設備を採用し、製品品質を向上させ、技術進歩を実現させることを奨励す

る。 

中小企業の技術革新プロジェクト及び大手企業の製品と付帯の技術改造プロジェク

ト等に対し、融資利息割引政策を実施する。 

 
第三十条    政府関係部門は企画、用地、財政等の面で政策サポートを提供し、各種技術サービ

ス機構、生産力促進センター及び科学技術企業インキュベート・インキュベーション

基地の建設を促進し、中小企業のために技術情報、技術諮問及び技術譲渡サービスを

提供し、中小企業の製品研究開発、技術開発にサービスを提供し、技術成果の転化の

実現、企業技術、製品のレベルアップを実現できるよう努力する。 

 

第三十一条   国は中小企業と研究機関、または総合大学・単科大学と技術協力、開発及び交流を

奨励し、科学技術成果の産業化を促進し、科学技術型中小企業を積極的に発展させる。 

 

第五章 市場開拓 

 
第三十二条   国は大企業と中小企業間で市場配置資源をもとに、安定した原材料供給、生産、販

売、技術開発及び技術改造等の分野における協力関係の構築を奨励、支持し、中小企

業の発展を誘導、促進する。 

 

第三十三条   国は中小企業が吸収、合併等の方式で資産再編と資産配置の効率化を誘導、推進す

る。 

 

第三十四条 政府は優先的に中小企業から商品又はサービスを発注する。 

 

第三十五条   政府の関係部門及び機構は中小企業に指導及びサポートし、中小企業の輸出を促進  

し、対外経済技術交流を推進しなければならない。 

国の関係政策性金融機構は輸出入信用貸付、輸出信用保険などの業務を展開し、中

小企業が国外市場を開拓することをサポートしなければならない。 

 
第三十六条   国は政策を制定し、条件が符合する中小企業の海外投資、国際貿易への参入、国際

市場の開拓などを奨励しなければならない。 

 

第三十七条   国は中小企業サービス機構が中小企業製品展覧、展示販売及び情報諮問活動を奨励

する。 

 

������ �� �� �Ï�S�‘�©�¥�Y�p�Ž�m�t�®�ù�î�c-]	ã�Ÿ�¦�� �� ��



                                                       

第六章 社会サービス 

 
第三十八条   国は社会各方面が中小企業のサービス体系の健全化と発展への努力及び中小企業へ

の奉仕を奨励する。 

 

第三十九条   政府は実際需要に応じて中小企業サービス機構が中小企業に品質の高いサービスを

提供できるよう支援しなければならない。 

中小企業サービス機構はコンピュータネットワーク等の先進技術手段を十分に利用

し、全社会に公開できる情報サービスシステムを段階的に健全化しなければならない。 

中小企業サービス機構は各社会仲介機構に対して、中小企業にサービスを提供でき

るよう連携、誘導する。 

 
第四十条    国は社会各仲介機構に中小企業への創業補導、企業診断、情報諮問、市場販売、投

資融資、貸付担保、産権取引、技術サポート、人材誘致、人員訓練、対外合作、展覧

展示販売及び法律諮問サービスを提供できるよう積極的に奨励する。 

 

第四十一条   国は関連機関、総合大学及び単科大学に中小企業に対する経営監理及び生産技術な

どの人員の研修を行い、中小企業のマーケティング、管理及び技術水準を向上させる

努力を奨励する。 

 

第四十二条   業界内の自律性組織は中小企業に奉仕しなければならない。 

 

第四十三条   中小企業の自己制約、自己奉仕の自律性組織は中小企業の合法的権益を保護し、中

小企業の提案及び要求を反映し、中小企業の市場開拓、経営管理能力の向上に貢献し

なければならない。 

 

第七章 附則 

 
第四十四条   省、自治区、直轄市は本地域の中小企業の実情をもとに、関連弁法を実施しなけれ

ばならない。 

 

第四十五条 本法は 2003 年 1 月 1日より施行される。 
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三、北京市特許出願助成金管理暫定弁法 

（2007 年 1 月 11 日公布） 

 

第一章 総則 

 
第一条   「中共北京市委北京市政府による自主革新能力を増強し、革新型都市建設に関する意見」

の主旨を貫徹・実行し、科学、経済及び社会の発展を促進し、発明創造を奨励し、北京市

の特許出願の量及び質を向上させるために、北京市特許出願助成金（以下、「助成金」と略

す）を設立する。助成金の管理水準及び使用効率を高めるために、「中華人民共和国予算法」、

「中華人民共和国予算法実施条例」などの関連法律に基づき、本市の実際状況を考慮し、

本弁法を制定する。 

 
第二条   第本弁法での助成金は、特許の第一出願人は本市の単位、又は本市の戸籍、若しくは本

市の居住証明書を有する個人が発明特許、実用新案、意匠を国内出願し、または単位が外

国で発明特許を出願し、かつ確かに経済的に困難である場合、助成金を与える。 

 
第三条   助成金の実施は「重点を支持し、優れたものを助成し、発明特許を重点的に助成する」

を貫徹する。 

 
第四条 助成金は市財政予算に納入され、北京市財政局（以下、「市財政局」と略す）及び北京

市知識産権局（以下、「市知識産権局」と略す）共同で管理する。 

 
第二章 助成金管理機構の職責及び権限 

 
第五条 市財政局は助成金の監督・管理部門であり、その主な職責は： 

（一） 助成金の使用原則を確定する； 

（二） 年度助成金予算及び決算を審査、承認する； 

（三） 助成金の管理及び執行状況を検査、監督する； 

（四） 重大プロジェクトに対して業績査定の実施を組織する。 

 
第六条 市知識産権局は助成金の主管部門であり、その主な職責は： 

（一） 助成金のサポート方向を確定する； 

（二） 年度助成金の予算及び決算を編成する； 

（三） 助成金申告の審査、評価を組織する； 

（四） 助成金の管理及び使用状況を検査、監督する； 

（五） 助成金の執行状況に対して業績査定を実施する。 

 
第三章 助成金の助成範囲及び基準 

 
第七条 助成金の助成範囲 

（一） 発明特許、実用新案、及び意匠を国内出願した場合の出願費、実体審査費、付加費

など； 

（二） 助成金の主管部門より助成が必要と判断したその他の特許の出願費用； 

（三） PCT ルート又はその他のルートで外国に発明特許を出願した場合の出願費用の一
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一件の特許を複数の国家で特許出願を行う場合、

                                                       

部； 

（四） すでに政府プロジェクト資金の中で特許出願などの特許事務費用に計上された場

合、当特許出願助成金を重複申請してはならない。 

 
第八条 以下のプロジェクトに含まれる特許出願は優先的に助成を受ける： 

（一）本市の重点発展計画及び重点発展分野に含まれるプロジェクト； 

（二）ハイテック、技術改造プロジェクト； 

（三）北京市特許テスト単位、モデル単位のプロジェクト； 

（四）発明特許。 

 
第九条 国内特許の助成金申請基準： 

（一） 北京市特許テスト単位：発明特許一件に対する助成基準は出願費 950 人民元、実

体審査費 2500 人民元。実際の支出は上述金額に達していない場合は、実費に準じ

て助成金額を支出する。 

実用新案及び意匠の出願に対する最高助成基準は 500 人民元である。実際支出が上

記金額に達しない場合は、実費に準ずる。 

（二） 北京市特許モデル単位：発明特許一件に対する最高助成基準は 5000 人民元。その

中で出願費は 950 人民元、実体審査費は 2500 人民元。実際の支出は上述金額に達

していない場合は、実費に準ずる。 

実用新案及び意匠の出願に対する最高助成基準は 500 人民元。実際の支出は上述金

額に達していない場合は、実費に準じて助成金額を支出する。 

（三） その他の単位及び個人：発明特許一件に対する助成基準は出願費 950 人民元、実

体審査費 1200 人民元。実際の支出は上述金額に達していない場合は、実費に準じ

て助成金額を支出する。発明特許出願の付加費用（明細書付加費用及びクレーム

付加費用）は、実費の半分に準じて助成金額を支出する。 

実用新案及び意匠の出願に対する最高助成基準は 150 人民元。実際の支出は上述金

額に達していない場合は、実費に準じて助成金額を支出する。 

（四） 単位の出願人は当年発明特許の出願量は 100 件以上（100 件を含む）の場合、第

101 件目の出願より、当年出願の発明特許に 1000 元/件の助成金を上積みする；

当年授権された発明特許一件ごとに 1500 人民元の助成金を上積みする。  

第十条 外国での特許出願 

 

（一） 単位の出願人が PCT ルートで国際特許出願を行う場合、段階別に助成を受けるこ

とができ、国際段階では 1万元／件、国家段階では 1万元／国／件。 

（二） 単位の出願人が外のルートで国際特許出願を行う場合、2 万人民元／国／項の助

成金を支給する。 

最大で 5カ国までの出願の費用の一部

を助成する。一つの単位は一年で最大 50 万元の国際特許出願助成金を取得できる。 

単位の出願人は年度内（1 月 1 日より 12 月 31 日まで）の国際特許出願件数は 10 件以

上（10 件を含む）の場合、その年度内に授権された発明特許に対して、さらに 1万元/件

の助成金を支給する。  
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第四章 助成金の申告、受理及び期限 

 
第十一条 単位及び個人が国内特許の助成金申請に必要な検査書類： 

（一） 「北京市国内特許出願助成金申請表」； 

（二） 企業の営業許可書及び単位紹介状、代理人の身分証明書； 

総合大学と単科大学、科学研究機関、機関団体などの場合は法人資格証書及び単

位紹介状、代理人の身分証明書； 

（三） 国家知識産権局特許局北京代理所発行の特許出願受理通知書、納付領収書を提出

し、分割出願、優先権主張などの場合は国家知識産権局発行の特許出願受理通知

書、納付領収書を提出する； 

（四） 発明特許の場合は「要約書」を提出； 

（五） 発明実体審査費の助成金申請の場合、同時に「実体審査開始通知書」を提出する； 

（六） 発明特許授権の助成金申請の場合、「授権通知書」及び一年の使用料、維持費用な

どの関連納付領収書。 

以上の書類は原本とコピー一部を提出し、単位の出願人提出の申請書類には単位の公印

を捺印すること。原本は審査後に返却する。 

 
第十二条 単位が国際特許出願の助成金申請に必要な検査書類： 

 

（一） 「北京市国際特許出願助成金申請表」； 

（二） 企業の営業許可書及び単位紹介状、代理人の身分証明書； 

（三） 特許明細書の「要約書」（中文）； 

（四） 国内特許出願受理通知書； 

（五） 国際特許出願書類； 

PCT ルートでの国際特許出願の場合は「国際出願番号及び国際出願日通知書」、「規定費

用交付に関する通知書」、「サーチ本受領通知書」、「国際出願書類受領通知書」などの四つ

の書類を提出し、国家段階に入った場合はさらに関連国家の受理通知書を提出する。 

その他のルートでの国際特許出願の場合は、関連国家の受理通知書を提出する。 

（六） 各項費用の関連納付領収書、PCT 又はその他の政府機関から郵送された領収書及

び明細伝票、渉外特許代理機構発行の領収書及び明細伝票； 

（七） 授権費の助成金申請の場合は、関連特許証書を合わせて提出。 

以上の書類は原本とコピー一部を提出し、かつ単位の公印を捺印すること。原本は審査

後に返却する。その中の領収書及び明細伝票のコピーは代理機構の公印又は財務印を捺印

すること。 

 
第十三条 申請人は十四条又は十五条規定の申請書類を国家知識産権局特許局北京代理所に提出

し、統一に受理される。 

 

第十四条 特許出願の助成期限は以下の通りである： 

（一） 国内特許出願の場合は出願日から翌年の 2 月末まで、発明特許実態審査の助成

金申請の場合は出願人が「実体審査開始通知書」を受け取ってから翌年の 2 月

末まで； 

（二） 国内特許授権は授権日から翌年の 2月末まで； 

（三） 国際特許出願の場合は出願日から翌年の 12 月末まで； 
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（四） 国際特許授権は授権日から翌年の 12 月末まで。 

 
第十五条 市財政局及び市知識産権局は助成金申請のプロジェクトの技術分野が国家知識産権局

より公開されるまで、その守秘義務を負う。 

 

第五章 助成金の監督及び管理 

 
第十六条 市知識産権局は国家知識産権局特許局北京代理所に受理される特許助成プロジェクト

に対する審査を委託し、また助成を批准された単位又は個人に関連手続きを行うよう即時

に通知する。批准された単位の助成金は振替方式で支給する；批准された個人は本人の居

住身分証明書、戸籍謄本若しくは居住証明書を所持し受領手続きを行う。批准された外国

特許出願の助成金申請単位は単位の預かり証を所持して手続きを行う。 

 

第十七条 市知識産権局は毎年１月に特別資金使用状況を市財政局に報告しなければならない。 

 

第十八条 プロジェクトの管理、審査、専門家による評価、検査、検収などの作業のプロジェクト

管理費用は助成金から拠出できる。 

 

第十九条 虚偽申告、名義借り、遮り止め、流用、特別資金の不法占用など財政法規を違反する行

為に対して、市財政局は是正するように命じると同時に、「財政違法行為処罰処分条例」

に基づき処分する。犯罪に該当する場合は、法律に基づき司法機関に移行して刑事責任を

追及する。 

 

第六章 附則 

 
第二十条 本弁法は交付日より 30 日後に施行する。「北京市特許助成奨励申請弁法」は同時に廃止

する。 

 

第二十一条 本弁法は市財政局及び市知識産権局が責任を持って解釈する。 
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（助成の種類）本弁法における特許助成の種類は特許出願費用助成及び特別助成

（助成の趣旨）技術革新を促進し、本市単位及び個人の発明創造を出願し、特許

（主管部門）上海市知識産権局（以下、市知識産権局と略す）は特許助成の審査、

                                                          

四、上海市特許出願費用助成弁法 

 
第二十二条  

権を取得することを奨励するために、「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国特許

法細則」、「上海市特許保護条例」、及び上海市人民政府「知的財産権事業を一層推進す

るための若干意見」などの法律、法規及び政策に基づき、当該弁法を制定する。 

 

第二十三条  

実施及び管理を担当する。 

 

第二十四条  

を含む。 

 

第二十五条  （特許費用助成対象）国家知識産権局特許局上海代理所に特許出願書類を提出又は

外国に特許出願を提出し、かつ特許の出願者は以下の条件の一つに該当する場合は、

特許費用助成金を申請できる。 

（一） 特許第一出願者の企業、事業単位、機関若しくは社会団体等の単位の登録地は

本市管轄内である。 

（二） 特許第一出願者は本市戸籍を有し、または本市居住証明書を有する者。 

 
第二十六条  （特許助成項目、金額）特許費用助成の項目及び金額は以下のとおりである。 

（一） 発明、実用新案もしくは意匠の出願費は実際納付の金額に準じて助成する。 

（二） 授権された発明特許の実体審査費用に関しては、実際納付の金額に準じて助成

する。 

（三） 発明特許の授権費用及び二年目、三年目の年費用は実際納付の金額に準じて助

成する。 

（四） 実用新案、意匠の特許出願費用は実際納付の金額に準じて助成する。 

（五） 香港、又はマカオで特許出願した場合、授権されたあと、最高で一括して人民

元１００００元を助成する。 

（六） 外国で特許出願した場合、一ヶ国の授権につき最大で人民元３００００元の助

成を受け、ただし、一件の特許につき最大で三か国までの助成とする。 

授権費用とは、特許登録費用、印税、授権当時年度の発明特許維持費を指す。 

一件の特許出願につき、特許費用の助成は一回のみとする。 

 
第二十七条  （特許助成対象）本法第四条助成対象に属し、かつ以下の範囲内の特許第一出願人

は特許費用助成のほか、さらに特別資金援助を受けることができる。 

（一） 自主申告し、かつ関係部門に認可された企業及び公的機関； 

（二） 国または本市の重要プロジェクト、重要プロジェクトを引受けた企業及び公的

機関； 

（三） 関係政府部門が組織した重要革新活動の参加単位。 

 
第二十八条  （特別助成プロジェクト、金額）特別助成の項目及び金額は以下のとおりである。 

国内発明特許出願の一件につき人民元３０００元を助成し、実用新案出願の一件につ

き人民元８００元を助成し、意匠出願の一件につき人民元３００元を助成する。 
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第二十九条  （特別助成の制限）特許助成条件に符合する特許一件につき、特別助成を受けるの

は一回のもとする。 

企業、公的機関が特許助成を受ける場合は金額制限があり、詳細な制限枠について

は市知識産権局が別途規定する。 

特許出願人は同じで、以下の情況に該当する場合、その中の一件の特許のみをもっ

て特許出願特別助成の申請ができる。 

（一） 同じ技術分野で特許及び実用新案を出願した場合； 

（二） 同じ技術分野での関連技術特徴の異なる組合せ、又はマッチングで複数の発明

特許を出願した場合； 

（三） 類似する図案及び色彩の組合せで複数の意匠を出願した場合。 

 
第三十条  （特別助成の一次審査）政府関係部門は特別助成の申請に対して一次審査の後、さら

に市知識産権局に報告し、審査・処理を行う 

（一） 自主申告に属し、かつ関係政府部門の認可を受けた企業、及び公的機関の場合、

当該単位の認可政府部門が一次審査をする。 

（二） 国または本市の重要プロジェクト、重要プロジェクトを引受けた企業及び公的

機関の場合、当該単位所管政府部門が一次審査をする。 

（三） 関係政府部門が組織した重要革新活動の参加単位の場合は、当該政府部門が一

次審査をする。 

 
第三十一条 （受理、審査及び助成）特許費用助成の申請人及び特別助成の申請人は市知識産権局

に本当かつ完備した申告書類を提出しなければならず、市知識産権局はそれを受理、

審査しなければならない。審査過程で助成金申請が本弁法の関連規定に違反していな

い場合、市知識産権局は助成認可を下し、申請人に助成手続きを行うよう通知しなけ

ればならない。 

 

第三十二条 （助成の申請人の法的責任）虚偽申請をした申請人に対して、助成不許可の書面決定

を受け取った日から二年以内に、特別助成を受けてはならない。 

 

第三十三条 （審査人員の法的責任）市知識産権局の職員は助成の受理、審査、事実確認の過程で、

規律違反及び違反操作が存在する場合、「中華人民共和国公務員法」に基づき処分する。 

 

第三十四条 （解釈及び発効）本弁法は市知識産権局が責任を持って解釈する。 

本弁法は 2007 年 3 月 1日より施行され、もと「上海市特許助成弁法」（滬知局［2005］

41 号）は同時に廃止する。 
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五、重慶市特許助成弁法（試行） 

 
第一条   本市の単位及び個人の発明創造の特許出願を奨励し、特許保護を強化し、革新都市建設

を推進することを目的とし、「重慶市特許促進及び保護条例」に基づき、市人民政府は特許

助成特別資金を設立した。資金使用を規範化するために、本法を制定する。 

 

第二条   特許第一出願者の住所は本市管轄内で、かつ以下の条件に該当する場合、特許費用助成

金を申請できる。 

（一） 特許の第一出願者の企業、事業単位、機関若しくは社会団体等の単位の登録地は本

市管轄内である。 

（二） 特許第一出願者は本市戸籍を有し、または本市居住もしくは勤務先証明を提供でき

る。 

 
第三条 特許費用助成項目 

（一） 国内の発明、実用新案、もしくは意匠の特許出願費用、その出願費用は実際発生し

た金額に基づく。 

（二） 国内の発明、実用新案、意匠の特許権を取得した場合は、一括助成金を支給する。 

（三） 国外の発明特許権を取得した場合は、一括助成金を支給する。 

 
第四条 中国特許出願費用助成金を申請する場合、以下の書類を提出しなければならない 

（一） 「重慶市中国特許出願費用助成金申請表」（添付書類１）； 

（二） 「重慶市中国特許出願費用助成金申請項目明細表」（添付書類２）及び電子ファイ   

ル； 

（三） 国家知識産権局特許局または重慶取扱処発行の特許出願費用納付領収書（コピー）； 

（四） 国家知識産権局特許局受領処または重慶取扱処が受理捺印した受理通知書； 

（五） 単位が申請する場合は企業営業許可書、事業法人登録証もしくは社団法人登録証

（コピー）を提出；個人が申請する場合は本人の重慶市戸籍身分証明書（コピー）

または居住、勤務所在地証明を提出。 

 

第五条   中国の発明、実用新案及び意匠等の特許件を取得した後、一括した費用助成金を申請す

る場合は以下の書類を提出する必要がある。 

（一） 「重慶市中国特許授権費用助成金申請書」（添付書類３）； 

（二） 「重慶市中国特許授権費用助成金申請プロジェクト明細表」（添付書類４）及び電

子ファイル； 

（三） 国家知識産権局特許局または重慶取扱処が発行した実体審査費用、特許登録費用、

印税、維持費、授権年の使用料納付の関連領収書（原本、コピー）； 

（四） 国家知識産権局発行の授権通知書若しくは特許証明書（原本、コピー）； 

（五） 単位が申請する場合は企業営業許可書、事業法人登録証もしくは社団法人登録証

（コピー）を提出；個人が申請する場合は必ず本人の重慶市戸籍身分証明書（コピ

ー）または居住、勤務所在地証明を提出すること。 
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（一） 「重慶市国際発明特許授権費用助成金申請書」（添付書類５）； 

（二） 国の認可を受けた渉外特許代理機構発行の国際特許出願費用決算伝票及び領収書（出

願人は単位である場合、領収書は清算記帳された場合、コピーを提出ことも可能であ

るが、同時に単位発行の市財政若しくは税務部門より統一印刷された領収書若しくは

発票を提出しなければならない。出願人は個人である場合は発票原本を提出しなけれ

ばならない）； 

（三） 外国特許局発行の特許証明書並びにそのコピー； 

（四） 単位が申請する場合は企業営業許可書、事業法人登録証もしくは社団法人登録証（コ

ピー）を提出；個人が申請する場合は必ず本人の重慶市戸籍身分証明書（コピー）ま

たは居住、勤務所在地証明を提出すること。 
 

第七条   市知識産権局は助成金申請を受理してから勤務日１５日以内に審査し、助成の条件に該当

する単位及び個人に支払証書を発行する。助成金申請の個人は支払証書を持って現金を受け

取る；助成金申請の単位は単位の銀行口座を提出し、市知識産権局は銀行振り込みの形で単

位口座に送金する。 

 

第八条   助成金申請の単位及び個人は正確な書類及び証憑を提出しなければならない。審査の結

果、助成を受ける単位又は個人の提供した助成金申請書類に偽りがある場合、市知識産権局

は受領した助成金費用を没収し、助成金提供を中止すると同時に、公告する。 

 

第九条   市知識産権局は必要と認めた場合、助成金申請、助成金取得の単位又は個人の情況を確認

す る。関連単位及び個人はそれに協力するものとし、協力しない場合は助成金の持続的提

供を中止する。 

 

第十条   重慶市特許助成は毎年２月２０日より３月３１日まで前年度の助成金申請を受理する。 

助成条件に符合する出願、授権プロジェクト及び関連書類は国家知識産権局特許局重慶取

扱処に申告する。審査合格した者で、単位が助成金を申請する場合、単位の財務専用印鑑を

捺印した領収書及び発票を所持し、特許助成金を受領する。個人が助成金を申請する場合、

個人の身分証明証及びそのコピーを所持し、特許助成金を受領する。 

第十一条 本弁法は 2007 年 1 月 1日より施行する。 

 

第十二条 本弁法は市知識産権局が責任をもって解釈する。 
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第六条 国際発明特許授権費用の助成金を申請する場合は以下の書類を提出する必要がある 



                                                          

六、江蘇省省級特許助成資金管理弁法(2006 年 11 月 21 日公布) 

 
第一章 総則 

 
第一条   発明創造を奨励し、我が省企業及び公的機関、並びに個人の特許出願を促進し、特許意

識を増強し、技術革新能力を高め、全省の特許出願量の安定的増加及び出願の質を高め、

我が省の科学技術の進歩及び革新型省の建設を推進するため、「省政府による科学技術革新

を奨励及び促進するための若干政策に関する通知」(蘇政発[2006]53 号)の関連規定に基づ

き、省の財政において省級特許助成基金を設立した。特許助成資金の管理強化、申請手順

の規範化を図り、資金の使用効率を高めるために、本法を制定する。 

 

第二条   本省企業及び公的機関が重大発明特許の出願を受理され、国外に特許出願をし、及び蘇

地区で受験された実用新案は、同じく本法に基づき助成金を申請できる。 

重大発明特許とは、科学技術の進歩を比較的に大きく促進し、又は比較的に良い市場将

来性があり、良好な経済及び社会収益を産出できるものを指す。 

 
第三条   省級特許助成資金は省財政予算から支出し、受理された重大国内発明特許及び外国出願

特許費用、実体審査費に対して助成する。 

 

第四条   省級特許助成金年度需要枠は省知識産権局が前年度の発明特許量及び国外特許出願量を

もとに予算申請し、省財政庁審査後財政予算に計上される。 

 

第二章 助成範囲 

 
第五条   省級特許助成資金の申請人は、本省の企業及び公的機関、各機関、団体、若しくは本省

戸籍の個人でなければならない。 

二人以上で特許出願した場合、前項規定に符合する任意の出願人が助成金申請すること

ができる。ただし、一件の出願につき助成を一回しか受けられない 

 
第六条   国内重大発明特許の出願を受理され、及び国外出願の特許で、本弁法第五条の規定に符

合する場合、出願人は省級特許助成基金を申請することができる。国外特許出願の場合、

優先的にアメリカ、日本、EU（欧州連合）向けに特許助成金を与える。 

 

第七条 省級特許助成資金は以下の基準通りに助成する。 

（一） 国内発明特許の出願費、実体審査費は、省級特許助成資金で 50％を助成し、残り

は申請人所在地市、県の財政で負担する； 

（二） 省委省政府の「蘇北振興を加速させるための意見」（蘇発[2005]10 号）文件に基づ

き、省級特許助成資金は蘇北地区の授権される実用新案に対して 50％の補助を行

う； 

（三） 国外で特許出願する場合、出願特許の実際発生金額に準じて、省級特許助成資金で

50％を助成し、残りは市、県の財政で負担する。特別に重大な発明特許の国外特許

出願に対して、省級特許助成資金の最高助成額は 15 万元を超えないこととし、残

りは市、県の財政で負担する。 
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第三章 申請手順 

 
第八条   省級特許助成資金を申請する単位及び個人は同級知識産権局（科学技術局）に以下の書

類を提出すべきである。 

(一) 国家知識産権局特許局南京代理所発行の特許出願受理通知書コピー一部、費用納付の

領収書原本及びコピー一部（原本は所属県レベル知識産権局（科学技術局）にて確認

した後、申請人に返却する）； 

(二) 個人申請の場合は、本人の戸籍謄本コピー一部； 

(三) 単位申請の場合は、企業の営業許可書、事業法人登録書若しくは社団法人登録書コピ

ー一部； 

(四) 単位申請で、費用納付の領収書は清算記帳された場合、当該単位発行の証明及び費用

納付の領収書コピー一部； 

(五) 国外特許を出願する場合、我が省の渉外特許代理機構の代理関連書類； 

(六) 「江蘇省省級特許助成金申請表」一部（添付書類１を参照）。 

 
第九条   市、県レベル知識産権局（科学技術局）は同級財政部門と共同で本地区の助成資金プロ

ジェクトに対して審査、統計し、各省管轄市知識産権局、財政局が意見を記入した上、本

市「省級特許助成プロジェクト申告集計表」一部(添付書類 2 を参照)を作成し、毎年 5 月

30 までに省知識産権局に届け出る。 

 

第十条   省知識産権局は各市申告の助成プロジェクトに対して審査し、省財政庁と共同で助成経

費を下達する。 

 

第四章 監督管理 

 
第十一条   省級特許助成資金及び特別支出金はそのプロジェクトにのみ使用することを厳守し、

財政、監察部門の監督を受けなければならない。 

 

第十二条   省級特許助成資金を申請する単位及び個人は虚偽申告をした場合、提供した助成費用

を取り戻し、通報批判する。申告書類を偽造し、若しくはその他の詐欺手段で助成金を

騙し取り、事情が厳重で、犯罪に当たる場合は、関係部門が法的責任を追及する。 

 

 

第十三条   省財政庁は省知識産権局と共同で、毎年省級特許助成資金の使用及び関連助成資金の

実行状況を検査し、省級助成資金又は関連助成資金を流用した市、県に対して、当該地

区の今後年度の省級特許助成金を停止し、通報批判する。 

 

第十四条   各省管轄市は毎年年末に省級助成資金使用状況の作業報告を省知識産権局に提出し、

省知識産権局は各情況をまとめて省財政庁に報告する。 

 

第五章 附則 

 
第十五条   市県財政局、知識産権局は「省政府による科学技術革新創業に関する若干政策」の規

定に基づき、本弁法を参照し、当地の実情と結合し、当地の特許助成金使用管理弁法を
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策定し、省財政局に報告し、さらに省知識産権局に届け出なければならない。 

 

第十六条 本弁法は江蘇省財政庁、江蘇省知識産権局が責任を持って解釈する。 

 

 

第十七条   当該弁法は公布日から施行し、以前の「江蘇省省級特許特別資金管理暫行弁法」（蘇

財教[2001]103 号）は同日廃止とする。 
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七、浙江省特許特別資金管理弁法(2006 年 10 月 24 日公布) 

 
第一章 総則 

 
  発明創造を奨励し、自主革新を激励し、特許特別資金管理を完備させ、資金使用効率を高め、公共

財政の公平性を反映するため、「浙江省特許保護条例｣の関連規定及び「浙江省人民政府による特許事

業を強化し、技術革新を促進するための意見」（浙政発［2001］45 号）の精神に基づき、我が省の特

許事業発展の新状況及び知的財産保護作業の特徴と結合し、本弁法を修訂する。 

 
第一条 特許特別資金の由来： 

(一) 省財政予算配分； 

(二) 国家特許特別補助資金； 

(三) 社会団体及び個人の寄贈； 

(四) その他の資金。 

 
第二条   特許特別資金は主に、国内外の授権された発明特許への補助、及び特許事業への奨励、

特許宣伝、人材養成、特許技術の実施と産業化、行政・法律執行環境の建設、企業及び公

的機関の特許事業テストモデル、国際間の特許交流及び協力、我が省の業界及び産業の重

大利益に関わる特許訴訟案件の協力調査、応訴準備などの事項への補助、等に使用される。 

 

第三条 適応対象 

本省企業、公的機関、社団法人及び発明特許第一権利者は本省管轄内の自然人、及び特

許事務を協調管理する政府機関でなければならない。 

 
第二章 申請条件 

 
第四条   特許特別資金を申請する個人又は個人（以下、申請人と称する）は以下の条件の一つに

符合すべきものとする。 

(一) 国内発明特許出願はすでに国家知識産権局に特許権を授与された場合； 

(二) 国外発明特許出願はすでに国外特許管理機構に特許権を授与された場合； 

(三) 国、若しくは省の特許宣伝及び人材育成計画に取り入れられ、特許技術実施と産業

化プロジェクト、企業事業の特許事業テストモデル、特許事業優秀団体及び個人等

に選ばれた場合； 

(四) 国際間特許交流及び協力； 

(五) 我が省の業界及び産業の重大利益に関わる特許訴訟案件の協力調査、応訴準備など

の事項。 

 
第五条   申請人は国内発明特許助成を申請する場合は、以下の提出書類を提示しなければならな

い。 

（一） 浙江省国内発明特許助成金申請表（詳細様式は付表 1を参考）； 

（二） 国家知識産権局交付の発明特許証書原本及びコピー； 

（三） 年費納付証憑原本及びコピー 

第六条 申請人は国外発明特許助成を申請する場合は、以下の提出書類を提示しなければならな
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い。 

（四） 浙江省国外発明特許助成金申請表（詳細様式は付表 2を参考）； 

（五） 外国（若しくは地区）の特許管理機構交付の発明特許証書原本及びコピー； 

（六） 国の認定を受けた渉外特許代理機構発行の国外発明特許出願、代理費用決算伝票及

び発票コピー 

 
第三章 申請及び審査 

 
第七条 申請に対する審査手順 

（一） 国内発明特許の授権を受けた申請人は所在地市又は県（市）知的財産（特許）管理

部門に申請報告及び関連書類を提出する。国外発明特許の授権を受けた申請人は省

知識産権局に申請し、関連書類を提出する。 

（二） 国内発明特許補助は市、県（市）知的財産（特許）管理部門より規定手順に基づき

審査してから支給する。国外発明特許補助は省知識産権局より規定手順に基づき審

査してから支給する。 

（三） 申請人は以下の情況に該当する場合は受理しないものとする。 

1． 申請条件に符合しない場合； 

2． 補助範囲に属しない場合； 

3． 規定折に「申請表」に記入しない場合； 

4． 提出書類に不備がある場合； 

5． その他の受理できない情況。 

（四） 省知識産権局は国家知識産権局の前年度に公布した発明特許授権量及び本年度の

事業計画に基づき、年度特許特別資金使用計画を提出し、省科学技術庁と省財政庁

共同で審査、確定した後、市、県（市）科学技術（知的財産権）管理部門に補助の

プロジェクト及び経費を下達し、市、県（市）科学技術（知的財産権）管理部門が

助成資金を申請単位、及び申請人に支給する。 

 
第四章 補助方式 

 
第八条  補助限度及び方式 

 国内発明特許授権は一件当たり 4000 元人民元を補助する 

 国外発明特許授権は一件当たり 30000 元人民元を補助する（一件の発明特許補助費

は２か国までとする） 

国家、省特許事業モデル（テスト）に含まれ、知的財産権（特許）制度建設、管理、

宣伝、人材養成面で突出した貢献をした企業及び事業単位、及び自主的知的財産権

を有し、高い技術力を有し、産業化を実現し、かつ大きな経済収益または社会収益

を取得した特許技術産業化プロジェクトに対し、奨励を行う。 

 
第九条 発明特許補助経費は国家知識産権局が公布した前年度発明特許授権量に基づき確定す

る。特許宣伝、人材育成、行政・法律執行環境の建設、特許成果実施助成及び特許模範

団体、個人奨励などの経費は省知的財産管理部門の年度作業計画に基づき、省科学技術

庁の部門予算委計上し、規定手順に従い批准する。 

 

第十条 特許資金は流用してはならず、当年の資金が残った場合は、次年度に振り替える。発明特
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許補助申請の有効期間は一年関とし、市、県（市）の特許管理部門が補助リストを公布し

た日から計算する。 

 

第十一条 省財政庁及び科学技術庁は特別資金の使用に対して監督、検査を行い、資金を申請した

単位及び個人の申請書類と証憑は真実かつ有効でなければならない。虚偽申告または詐欺

行為がある場合、事実を確認したのち、提供した助成費用を取り戻し、法的責任を追及す

る。 

 

第五章 附則 

 
第十二条 本弁法での発明特許補助の受益者は特許権者であり、特許代理機構及び弁理士は本弁法

でいう受益者に属さない。 

 

第十三条 本弁法は交付日より施行される。元「浙江省特許特別資金管理弁法」（浙財教字[2003]38

号）は同時に廃止する。 

本「弁法」実行以前に発明特許省級補助経費を受け取り、本「弁法」実施後に授権され

た場合は継続して発明特許補助を受けることはできない。 

 
八、広東省知識産権局発明特許出願助成管理弁法 

 

第一条   わが省の特許出願事業を推進し、本省企業及び公的機関、並びに個人の特許出願を奨励

し、革新能力を高め、科学技術の進歩及び経済発展を促進するため、当該弁法を制定する。 

 

第二条   地級以上の市政府ですでに発明特許出願助成政策を制定した場合、省知識産権局は各市

の発明特許の年出願量、市財政助成経費限度枠及び特許事業発展状況等に基づき、適切な

経費支援を行う。 

 

第三条   省知識産権局は省政府の年度知的財産特別資金限度枠を元に当年助成資金総額を確定

し、年度助成政策を策定し、さらに省助成金を地級以上市の知識産権局にまわし、地級以

上市の発明特許助成資金と一括使用する。 

 

第四条   省助成資金は助成企業単位及び個人の特許出願に使用すると共に、在校学生の実用新案、

意匠出願、及び発明特許出願に特殊貢献をした単位への援助にも使用することができる。 

 

第五条   各地級以上市の知識産権局は本市の発明特許出願助成政策に基づき、発明特許出願助成

事業を展開し、かつ毎年省知識産権局に助成資金使用状況を報告しなければならない。 

 

第六条  省知識産権局は省財政庁と共同で省助成資金使用状況に対して監督と検査を行う。 

 

第七条   各地級以上市の知識産権局は発明特許助成金管理を強化し、発明特許出願助成審査作業

を厳格化し、虚偽申告及び助成資金詐取を防止しなければならない。 

 

第八条 助成金を申請する単位及び個人は真実かつ正確な書類を提出すべきであり、虚偽申告及び
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助成資金詐取の行為がある場合、事実を確認したのち、永久に助成資格を剥奪し、助成し

た資金を全額取り戻し、法により責任を追及する。 

 

第九条   特許代理機構は、特許出願の代理過程で、虚偽申告及び助成資金詐取の行為がある場合、

事実を確認したのち、「特許代理条例」及び「特許代理賞罰規則」に基づき処罰し、助成し

た資金を全額取り戻し、犯罪に該当する場合は法により刑事責任を追及する。 

 

第十条   省助成資金は無断流用を厳禁する。各地級以上市の知識産権局は虚偽申告、無断流用な

ど財政と経済規律を違反した場合、事実を確認したのち、該市の翌年度の助成資金の支給

を停止し、同時に関連規定に基づき単位及び関連職員の責任を追及する。犯罪に該当する

場合は法により刑事責任を追及する。 

 

第十一条 本弁法は 2007 年 12 月 28 日より施行し、2003 年 9 月修正の「広東省発明特許出願費用

助成暫行弁法」は同時に廃止する。 
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八、中小企業における知的財産権戦略推進プロジェクトの実施プラン（JETRO 北京より転載） 

 

  改革開放して以来、急成長を遂げているわが国中小企業は、すでに中国の経済成長を図るための重

要なパワーになってきた。しかし、わが国における中小企業全体の発展水準は世界先進水準に比べる

とかなり格差が大きい。特に、長期間にわたり低価格競争に依存し、自主知的財産権をもつ製品や技

術を持たず、ブランドによる競争優位も欠けるような企業は、資源・環境の制約を受けつつある。中

国が新たな歴史的発展の時期にまい進しようとしている現在、中小企業は新しく、そしてより大きな

チャレンジに直面している。とくに世界金融危機の発生後には、問題点がいっそう表面化してきてい

る。中小企業の急務として、創新に基づいた発展方面への前進、知的財産権の創出・活用・保護・管

理の能力向上、そして成長方法の戦略シフトの実現があげられる。 

 
  中小企業における知財力と水準を全面的に向上させ、自主知的財産権、著名ブランド、コアコンピ

タンスを持つ中小企業の育成を加速させるため、国家知識産権局および工業和信息化部が中小企業に

おける知的財産権戦略推進プロジェクト（以下「プロジェクト」という）を共同で実施する。 

 
一、 指導思想と全体目標 

 
  科学的発展観の実施徹底、国家知的財産権戦略の企業レベルでの実施促進、中小企業の知財力向上

の全面推進、中小企業向け知的財産権公共サービスシステムの構築事業の強化・整備化、中小企業で

の自主知的財産権を持つ創新技術の開発・実用化の方向付けと促進、中小企業での自主知的財産権の

優位性を持つコアコンピタンスの確立促進、中小企業の成長方式の転換加速により、創新に基づいた

成長を図る。都会の中小企業集積地区（特色のある産業地区）（以下「中小企業集積地区」と併称す

る）をプロジェクトの主な実施対象とし、5年間をめどに、以下の目標を達成するように努める。国

全域にわたって 100 の自主知的財産権の優位性を持つ中小企業集積地区を育成し、100 の中小企業向

け知的財産権指導サービス機構を構築し、10,000 名の中小企業における知的財産権従事者や経営管

理者向けに研修を実施し、10,000 社の自主知的財産権の優位性を持つ中小企業を育成すること。 

 
  中小企業に向けた各種の知的財産権関連の公共サービスの提供により、確実で効果的な中小企業向

け知的財産権総合サービス支援などの仕組みを作り上げること。 

 
  中小企業集積地区におけるモデルプロジェクトとしての波及効果や、旗振りの役割により、わが国

の中小企業全体の知的財産権意識を著しく向上させて、知的財産権の創出・活用・保護・管理能力を

著しく強化させ、自主知的財産権を持つ中小企業の数を大幅に増えさせ、中小企業でのリスク抵抗力

および自主知的財産権によるコアコンピタンスを著しく高めること。 

 
  プロジェクト全体の実施により、自主知的財産権の優位性を持つ中小企業集積地区の構築を推進す

ること。 

 
二、作業重点 

 
（一）   国家モデルになる知的財産権による優位性を持つ中小企業集積地区の育成。産業の特色、

そして知的財産権の創造・活用基盤を備える中小企業集積地区を時期別、ロット別に選定し

た上で、モデルになる知的財産権による優位性を持つ中小企業集積地区を育成する。中小企

業集積地区全体の知的財産権推進戦略を制定し、効果的に実施し、中小企業集積地区におけ
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る知的財産権による優位育成のための具体的な発展計画および具体的な実務化措置を制定・

実施すること、効率的な集積地区における知的財産権管理制度を確立し、集積地区における

知的財産権管理運営システムを構築し、政府の知的財産権・中小企業の管轄部門、関連機構、

企業等の共同参画による集積地区の組織化指導体制および日常の実行体制を構築することに

より、集積地区における知的財産権管理の各側面の業務の統合・調整を図り、各プロジェク

ト実施主体・対象による各種保障措置の実施徹底を促進し、各プロジェクトの業務を確実に

達成させる。 

 
（二）   中小企業の知的財産権意識の向上。 

 
都市の中小企業集積地区に重点を置きながら、広域にわたって知的財産権の宣伝および

知的財産権関連知識の普及化に計画的そして継続的に取り組み、中小企業の知的財産権意

識の向上に注力し、中小企業での知的財産権の創新文化を育成することにより、都市の中

小企業集積地区における知的財産権の創出、知的財産権の尊重、知的財産権の保護といっ

た社会的ムードの形成を促進する。 

 
（三）   中小企業向け知的財産権関連の研修実施への取り組み。中小企業での知的財産権戦略の

実施を促進し、知的財産権をテーマとした研修内容を国の中小企業向け銀河研修における

重点内容として、5年間をめどに、遠隔教育ネットワークなどを含めた多層化、多経路な研

修システムにより、中小企業の知的財産権従事者に向けた研修を実施し、そして中小企業

の経営管理者や専門職技術者に向けた知的財産権関連の研修を実施することにより、技術

創新型の中小企業における知的財産権管理者の育成を図る。 

 
（四）   自主知的財産権による優位性を持つ中小企業の育成への取り組み。 

 
産業の特色と競争優位性を持つ中小企業集積地区のなかから、ある程度の知的財産権・

ブランド創出のポテンシャルを備える中小企業を時期別、ロット別に選定した上で、重点

的に育成していく。政策による誘導そして重点的な指導サービスにより、企業自体の知的

財産権戦略の確立、企業での知的財産権の全面的管理・全プロセス管理制度の整備化、創

新奨励メカニズムの確立や健全化などへの取り組みを指導する。企業の知的財産創出への

投入拡大を奨励し、知的財産権等各種の創新リソースの十分な活用を奨励することにより、

自主創新・技術成果の転化力を向上させていく。条件を満たしている自主知的財産権によ

る優位性をもつ中小企業の上場による融資を支持助力し、発展を加速させる。典型的なモ

デルにリードされながら、区域における中小企業の知的財産権の創造・活用・保護・管理

の能力と水準を全体的に高めていく。 

 
（五）   中小企業向け知的財産権サービスサポート体制の確立。産業の特色、そして競争優位の

ある中小企業集積地区において、既存の公共サービスプラットフォームを基に、中小企業

向け知的財産権指導サービス機構の設立と整備化を図り、中小企業集積地区における専利

業務の交流組織を設立する。知的財産権関連のコンサルティング、知的財産権の評価、知

的財産権関連の投融資、専利情報の検索、専利出願の指導、専利技術の分析、専利戦略の

検討・制定、専利アラート、専利業務の交流、専利技術（製品）の展示・取引などの一体

化した専門化かつ総合的な中小企業向けサービスサポート体制の整備化を図りつつ、区域

における中小企業の知的財産権の創造・活用の能力向上に注力して、自主知的財産権の創
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出優位を持つ中小企業集積地区の形成を促進する。 

 
（六）   中小企業集積地区における知的財産権の保護体制の構築・整備。 

 
中小企業集積地区においては、業界自律組織および中小企業知的財産権アライアンス・

協会等の設立を推進し、効果的な知的財産権保護体制および法律援助体制等の立ち上げを

図る。条件の揃った地域は、中小企業集積地区の公共サービスプラットフォーム若しくは

知的財産権指導サービス機構において中小企業向け知的財産権保護援助サービスの機能を

追加することによって、企業に対する効率的な知的財産権全般の保護・援助サービスを提

供し、中小企業による技術創新・知的財産権の創出・活用に有益な外的環境を作り上げる。 

 
三、具体的な支援策 

 
（一） 中小企業によるプロジェクトへの支援。 

 
プロジェクトの重点育成対象に組み入れた自主知的財産権の優位性を持つ中小企業に対

して、その専利技術の産業化プロジェクトの実施、業界標準策定への参画、省・部レベル

以上の新製品の申告、国内外での専利出願等により発生した費用について、同等条件の場

合には優先的に必要な支援を行う。 

 
（二） 公共サービスプラットフォームの構築およびプロジェクト支援の整備。 

 
プロジェクトに組み入れた中小企業集積地区の公共サービスプラットフォーム（若しく

は知的財産権指導サービス機構）による施設建設の整備（改造）、業界の専利データベース

およびサービス用施設の建設などに対して、必要に応じて支援する。 

 
（三） 知的財産権指導サービスプロジェクトへの支援。 

 
プロジェクトに組み入れた知的財産権指導サービスモデル機構に対して、国家知識産権

局および工業和信息化部のプロジェクト実施に関する業務配置に基づき、中小企業向けの

効果的な知的財産権サービスに対して必要に応じた支援を実施する。 

 
各級の知的財産権管理部門や中小企業の管轄部門は、本プロジェクトの方針に基づき、

現地の実状に合わせて、具体的なセットとなる実施化施策・措置を制定・実施するが、と

りわけ、プロジェクトに組み入れた中小企業集積地区および重点的育成対象の中小企業、

知的財産権指導サービスモデル機構に対する政策の方向付け・資金支援に注力し、プロジ

ェクト目標の達成確保を図るものとする。 

 
四、組織化・実施 

 
（一） 実施の方式。 

 
プロジェクトとしては時期別、ロット別に推進していく方式で実施する。ロットごとの

実施期間は 3年間とする。 
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（二） 組織化・指導。 

 
国家知識産権局および工業和信息化部では業務体制を確立して、プロジェクト実施を統

合的に指導し、調整組織を行う。各省（区・市）の知識産権局および中小企業管轄部門は

相応するプロジェクト実施推進の部門協力体制を構築して、関連政策の実務運用や援助用

資金を確保・調整し、積極的かつ効果のある措置を講じることにより、各業務を確実に促

進するものとする。 

 
（三） 進捗予定。 

 
プロジェクトは 2010 年からスタートし、全実施期間は 5年間前後をめどとする。プロジ

ェクトの全実施期間内でロット別に進め、各ロットの実施対象単位の実施期間はプロジェ

クトに組み入れられた日から起算して 3年間とする。 

 
（四） プロジェクトの申告 

 
1．   申告のプロセス。プロジェクト申告は、各省（区・市）の知識産権局が同レベルの中

小企業管轄部門とともに、自省（区・市）から業界での競争優位ある都市および中小企

業集積の特色のある都市を選定して申告対象とする。同都市が先にプロジェクト実施プ

ランの全体目標・タスク・要求事項を基に、所在地都市の申告案を編成する。そしてこ

れと同時に、省（区・市）知識産権局、中小企業管轄部門が共同で書面による推薦を国

家知識産権局および工業和信息化部に提出する。 

 

2． 申告要件。 

 
申告対象都市には、中小企業における知的財産権業務に関して比較的に優れた業務基

盤があり、中小企業集積地区としては突出した産業優位、明らかな地域優位が揃い、あ

る程度の知的財産権関連の業務基盤、技術創新力と技術サービス基盤を備えており、自

主知的財産権による優位性を持つ中小企業集積地区になり得るポテンシャルがあるこ

と； 

申告対象都市の人民政府が中小企業における知的財産権戦略推進プロジェクトの業務

を高度に重視しており、プロジェクト実施推進のための指導組織を設置して保障を図る

とともに、プロジェクト実施期間においては中小企業集積地区プロジェクトの実施に対

してある程度の財政投入および政策上の支援を提供していること、明確な目標、具体的

な措置、有力な保障、確実で作業性のよいプロジェクト実施案が制定してあること； 

申告対象都市を推薦している省レベルおよび申告対象都市の知識産権局、中小企業管

轄部門が、申告対象都市でのプロジェクト実施に対してある程度政策等による支援を提

供していること。 

 
3． 申告案の内容に関する要求事項。申告案に主に次のような内容を含めるものとする。 

 
A、 申告対象都市におけるプロジェクトの指導組織、結成メンバー、体制の配置および  

業務分担等指導・組織化についての状況； 
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B、 所在地都市の産業発展における位置づけや影響力、都市全体の発展戦略および創

新型都市の構築上の戦略的地位を含めた申告対象である中小企業集積地区の発展

状況全般； 

 
C、 発展歴史・沿革等を含めた申告対象である中小企業集積地区における中小企業の

発展状況全般、技術創新の様態、知的財産全体の状況。プロジェクト実施の指導思

想、原則、全体構想等； 

 
D、 全体目標および年次実施目標（中小企業集積地区において重点的に育成する知的

財産権の優位性を持つ中小企業の数、中小企業向け知的財産権指導サービス機構

の構築、集積地区全体の知的財産権の創出・活用・保護・管理の目標などを含

む）； 

 
E、 主な業務内容、全体の業務計画および年次実施計画の予定（知的財産権の優位性

を持つ中小企業に対する重点的育成措置、中小企業向け知的財産権指導サービス

機構の構築およびサービス展開のための業務プラン、集積地区での自主知的財産

権による優位性向上のための主な対策などを含む）； 

 
F、 プロジェクト実施の保障策、資金、要員等要件の配置および実施確保対策。申告

対象都市が説明の必要があるとしたほかの内容。 

 
（五） 初ロット実施単位の申告   

 
初ロットのプロジェクト実施単位の申告は2010年1月中旬からスタートする。各省（区

・市）知識産権局、中小企業管轄部門が上述した要求事項に従い、所轄区域内の都市の

申告を実施されたい。2010 年 4 月 30 日までに国家知識産権局、工業和信息化部に資料

を提出されたい。 

 
国家知識産権局、工業和信息化部は申告案を受け取った後、各地から申告された実施

案の専門家による評価作業を実施する。実地調査の必要のある申告対象都市はワークグ

ループを結成して現地で調査を行い、第一ロットのプロジェクト実施単位を最終決定し

た上で、公布する。 
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